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第１６回平成２０年５月臨時会会議録（第１号） 

 

招集年月日 平成２０年５月７日 

開閉会日時 午前９時３０分 開会 ～ 午後９時３０分 閉会 

招集の場所 与謝野町議会会議場 

 

１．出席議員 

       １番  野 村 生 八      １０番  糸 井 満 雄 

       ２番  畠 山 伸 枝      １１番  勢 旗   毅 

       ３番  上 山 光 正      １２番  多 田 正 成 

       ４番  廣 野 安 樹      １３番  今 田 博 文 

       ５番  小 林 庸 夫      １４番  谷 口 忠 弘 

       ６番  家 城   功      １５番  赤 松 孝 一 

       ７番  伊 藤 幸 男      １６番  服 部 博 和 

       ８番  浪 江 郁 雄      １７番  有 吉   正 

       ９番  井 田 義 之      １８番  森 本 敏 軌 

 

２．欠席議員 

      （なし） 

 

３．職務のため議場に出席した者 

      議会事務局長    奥野  稔    書 記    植松 ひろ子 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者 

      町 長    太田 貴美    代表監査委員    足立 正人 

      副 町 長    堀口 卓也    教 育 長    垣中  均 

      総 務 課 長    大下  修    教育委員長    白杉 直久 

      企画財政課長    吉田 伸吾    商工観光課長    太田  明 

      岩滝地域振興課長    藤原 清隆    農 林 課 長    浪江  学 

      野田川地域振興課課長    平野 勝彦    教育推進課長    土田 清司 

      加悦地域振興課長    和田  茂    教 育 次 長    鈴木 雅之 

      税務課主幹    日高 勝典    下水道課長    小西 忠一 

      住民環境課長    永島 洋視    水 道 課 長    芋田 政志 

      会 計 室 長    金谷  肇    保 健 課 長    泉谷 貞行 

      建 設 課 長    西原 正樹    福 祉 課 長    佐賀 義之 
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５．議事日程 

  日程第 １          会議録署名議員の指名 

  日程第 ２          会期の決定について 

  日程第 ３  議案第５５号  専決処分の承認を求めることについて 

            （平成１９年度与謝野町一般会計補正予算（第６号）） 

（提案～表決） 

  日程第 ４  議案第５６号  専決処分の承認を求めることについて 

            （平成１９年度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第６号）） 

（提案～表決） 

  日程第 ５  議案第５７号  専決処分の承認を求めることについて 

            （平成１９年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第５号）） 

（提案～表決） 

  日程第 ６  議案第５８号  専決処分の承認を求めることについて 

            （平成１９年度与謝野町農業集落排水特別会計補正予算 

（第３号）） 

（提案～表決） 

  日程第 ７  議案第５９号  専決処分の承認を求めることについて 

            （平成１９年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第５号）） 

（提案～表決） 

  日程第 ８  議案第６０号  専決処分の承認を求めることについて 

            （平成１９年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算(第５号)） 

（提案～表決） 

  日程追加           議長辞職について 

  日程追加           議長の選挙について 

  日程追加           副議長の辞職について 

  日程追加           副議長辞職について 

  日程追加           議席の変更について 

  日程追加   議案第６１号  与謝野町監査委員の選任について 

  日程第 ９          与謝野町議会常任委員会委員の選任について 

  日程第１０          与謝野町議会運営委員会委員の選任について 

  日程第１１          与謝野町議会広報特別委員会委員の選任について 

  日程追加           与謝野町宮津市中学校組合議会議員の選挙について 

  日程追加           宮津与謝消防組合議会議員の選挙について 

  日程追加           丹後地区広域市町村圏事務組合議会議員の選挙について 

  日程追加           閉会中の継続審査（調査）申出書 
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６．議事の経過 

（開会 午前９時３０分） 

議  長（糸井満雄） おはようございます。皆さん、ご苦労さんでございます。 

青葉、若葉の大変美しい季節になってまいりました。本日もさわやかな五月晴れの日となって

まいりました。 

ここに第１６回平成２０年５月臨時会が招集をされました。連休で、あるいはいろいろと諸行

事でお疲れのことと思いますけども、本日は元気に出席をいただきましてまことにありがとうご

ざいます。 

本日は６件の専決処分の議題が入っておりますし、その後、大変大事な議会構成があります。

ひとつスムーズに運営ができますよう、皆さん方のご協力を冒頭にお願いをいたしまして、早速

開会をしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

本日の議事日程は配布しておりますとおりですが、追加日程については口頭で行うこととなっ

ており、追加日程としての配布はいたしません。ただし、議会の流れがわかるよう、参考として

会議進行予定を配布しております。あくまでも会議録上の日程ではないことをご承知ください。 

それから、ここで議案の差しかえがあるようでございますので、事務局の方からお願いしたい

と思います。 

事務局長（奥野 稔）おはようございます。ご苦労さまでございます。 

本日は机の上に議案書といたしまして、議案第５５号から６０号に至ります専決処分の承認を

求めることについてという提案理由の訂正がございましたので、差しかえを皆様の机の上に置か

せていただいておりますので、ご確認をいただきたいと思います。 

お配りしたのは必要ございませんので、きょうお配りしてるやつを使ってください。よろしく

お願いします。 

議  長（糸井満雄） ただいまの出席議員は１８人であります。 

定足数に達しておりますので、ただいまから第１６回平成２０年５月臨時会を開会いたします。 

本日の会議は、お手元に配布しております議事日程に従い進めたいと思います。 

まず、日程に入ります前に、理事者の皆さんにおかれましては人事異動により新しく配属され

ました職員もございますので、この際、副町長からご紹介をお願いしたいと思います。 

副町長、よろしくお願いします。 

副 町 長（堀口卓也） それでは私の方から、４月１日付の定期人事異動に伴います理事者の変更を申し

上げたいと思います。５名の課長が４月の異動で変わっております。 

最初に、岩滝の地域振興課長に、藤原課長です。 

岩滝地域振興課長（藤原清隆） よろしくお願いします。 

副 町 長（堀口卓也） 続きまして、住民環境課、永島課長です。 

住民環境課長（永島洋視） よろしくお願いします。 

副 町 長（堀口卓也） それから、建設課、西原課長です。 

建設課長（西原正樹） よろしくお願いします。 

副 町 長（堀口卓也） 福祉課、佐賀課長です。 

福祉課長（佐賀義之） よろしくお願いします。 
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副 町 長（堀口卓也） 最後、保健課、泉谷課長です。 

保健課長（泉谷貞行） よろしくお願いいたします。 

副 町 長（堀口卓也） 以上５名が定期人事異動によりまして代わりました。議員の皆さんには引きつづ

いてお世話になりますが、よろしくお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） それでは、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議規則第１１６条の規定により、 

１５番、谷口忠弘議員、１６番、有吉 正議員。 

以上、２名にお願いすることにします。 

次に、日程第２ 会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） ご異議なしと認めます。 

よって、本臨時例会の会期は、本日１日限りと決定しました。 

次に、日程第３ 議案第５５号 専決処分の承認を求めることについて（平成１９年度与謝野

町一般会計補正予算（第６号））を議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 皆さんおはようございます。 

長かったゴールデンウイークも加悦谷祭、岩滝祭、三河内祭り、そのほか双峰まつり等々お祭

りに追われ、皆さん方も大変お疲れではないかというふうに思います。私もちょっと体調を崩し

ましてまた変な声をしておりますけれども、どうぞお許しいただきたいと思います。 

それでは、議案第５５号の平成１９年度与謝野町一般会計補正予算（第６号）について、ご説

明を申し上げます。 

この補正は、３月３１日付で専決処分いたしたものでございます。 

今回の補正は１億４，５３４万円を減額し、総額を１０２億１，３６３万４，０００円といた

したものでございます。 

最初に、全科目共通でございますが、おのおのの事務事業の実績見込みなどから、不用となり

ます経費につきまして減額をさせていただいております。 

与謝野町として２年目の予算で、１８年度決算が不確定な中での予算でもございましたので、

内容によっては多くの不用額が発生しております。ご理解をいただきますようお願いいたします。 

それでは、まず歳出から主なものについてご説明申し上げます。 

２７から３２ページの２款、総務費は、ほとんどが不用額による減額でございまして、総額で

８１７万６，０００円減額いたしております。 

議員人件費や各種事務事業の実績により減額、あるいは増額するものでございます。 

次に、３３ページから３４ページの３款、民生費、１項、社会福祉費、１目、社会福祉総務費

では、福祉灯油購入費助成事業で、福祉灯油購入費補助金を２５０万円減額いたしております。

申請に基づく実績から不用額を減額するものでございます。 
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社会福祉総務費一般経費は、２５節、積立金の地域福祉振興基金積立金で、寄附金分として

５万円積み立てることとしております。これは後ほど歳入でもご説明申し上げますが、地域福祉

の振興に役立ててくださいとのご意向でいただきました寄附金を積み立てさせていただくもので

ございます。 

２目、障害福祉費は各障害者福祉事業の実績から、総額で２，４９７万６，０００円減額して

おります。なお、この中で３７、３８ページの障害者福祉施設整備事業では、障害者グループホ

ーム等の施設整備事業費を請負減等により５０６万８，０００円減額いたしております。 

３９ページ、４０ページの３目、高齢者福祉費でもそれぞれの事業実績により、総額で

１５３万９，０００円減額いたしております。 

２項、児童福祉費、２目、児童福祉施設費では、保育所管理運営事業でパート保育士賃金を

３２０万円減額するほか、実績により不用額を減額し、総額で７１９万３，０００円減額いたし

ております。 

次のページにかけての４款、衛生費、１項、保健衛生費、１目、保健衛生総務費では、保健衛

生費総務費一般経費、２８節、繰出金で、簡易水道特別会計繰出金を特別会計の収支見込みから

５００万円減額いたしております。 

３目、環境衛生費では、環境美化保全対策事業で１３節、委託料を１５７万５，０００円減額

いたしております。この委託料は、産業廃棄物の中間処理施設であります有限会社プラテックに

かかります臭気調査委託料でございまして、昨年の９月の補正予算でご承認いただいた経過がご

ざいます。調査を実施するに当たり、同社並びに地元の区長さまも入られております対策委員会

と調整させていただきましたところ、企業責任において同社が対策工事を施工されることになり

ましたので、施工後の様子を見ることとなりました。 

今後の状況を見ながら、なお悪臭等が確認される場合には、新年度で改めて臭気調査を実施す

ることとし、とりあえず６月の補正予算に、改めて計上させていただきたいというふうに考えて

おりますので、ご了解をいただきたいと存じます。 

２項、清掃費につきましても、それぞれ事業実績により、総額で３８４万９，０００円減額い

たしております。 

次に、４５ページから５０ページにかけての６款、農林水産業費は、５０ページの林業振興基

金積立金を追加するほかは事業実績によりすべて不用額によるもので、総額で１，１４３万

６，０００円減額いたしております。 

次の４９ページから５４ページにかけての７款、商工費につきましても、５２ページの商工業

振興費一般経費の特産品運営基金積立金以外は事業実績により、すべて不用額の減額を行ってお

ります。 

この中で５２ページの商工業者金融支援事業は、１９節、負補交を１，６７４万９，０００円

減額いたしております。これは京都府の制度融資を活用され、保証料を支払われた額の一部を補

助させていただくためのものでございますが、当初予算では制度融資の利用実績と新規借入者を

見込んで予算計上いたしておりましたが、借りかえなどによる融資は実行されていますが、新規

借り入れにつきましては多くの企業において、最高限度額の融資借り入れを希望されたものの、

制度上、融資保証限度枠内で融資となったため、結果的には小口化融資となり、保証料補助金か
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補助限度額に達しなかった方や、あるいは新規借入者数そのものが見込みよりも少なかったこと

により、大幅な減額となったものでございます。 

次に、５３ページから５８ページへかけての８款、土木費は、町営住宅基金積立金以外は、工

事請負費の請負減による減額等を含めて、すべて不用額の減額を行っております。 

５５から５６ページの５項、都市計画費、２目、公共下水道費は、下水道特別会計繰出金を特

別会計の収支見込みから８２０万円減額いたしております。 

次に、５７ページからの１０款、教育費では、１項、教育総務費、３目、教育振興費で、奨学

資金貸付事業を実績から３０６万円減額いたしております。 

次のページの２項、小学校費、１目、学校管理費では、小学校施設整備事業を２，９４０万

９，０００円減額いたしております。三河内小学校体育館の耐震補強工事等が、当初予算要求時

点では概略積算であったことや、入札による請負減によりまして大幅な減額となったものでござ

います。 

３項、中学校費、１目、学校管理費では、中学校組合負担金を４４７万６，０００円減額いた

しております。今年度から普通交付金の算定方法が変更されました。今までは投資的経費の算定

において中学校費の学級数が、基準財政需要額に算入されておりましたが、人口と面積による包

括算定経費として改正され、中学校費の算定がなくなったことによるものでございます。 

この結果、今まで交付税のみで橋立中学校の運営ができていましたが、財源が不足することに

なり、宮津市と与謝野町の生徒数割で不足額を負担することになったもので、それを相殺したこ

とにより減額となったものでございます。 

６１、６２ページの６項、保健体育費、３目、学校給食費は、給食作業員の賃金や賄い材料費

等、実績による総額で６５７万３，０００円減額いたしております。 

６３、６４ページの１１款、公債費は、平成１８年度の町債借り入れ実績が、当初予定よりも

少なかったことから、２３節、償利割で、町債利子償還金を５６１万７，０００円減額いたして

おります。 

最後に、１２款、予備費は、２，５４４万２，０００円追加し、調整しております。 

以上が、歳出でございます。 

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

１５、１６ページをお開き願います。 

１款、町税は、１項、町民税から５項、都市計画税まで各税目での収入見込みから増減させ、

総額で１，６８６万３，０００円減額いたしております。 

２款の地方譲与税から次のページにかけての１０款、交通安全対策特別交付金は、交付決定に

より追加、あるいは減額いたしております。その中で９款、地方交付税では、特別交付税を

７，０８４万８，０００円追加いたしております。 

１２款、使用料及び手数料は、総額で５１４万２，０００円追加いたしております。主なもの

は、火葬場や衛生プラントの実績によるものでございます。 

次に、１３款、国庫支出金から１４款、府支出金は、いずれも歳出でご説明いたしました各事

業の実績により交付決定がありましたので、追加あるいは減額し整理いたしております。 

なお、府補助金の中で、京都府未来づくり交付金の追加内示があったことから、各種対象事業
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に充当することとし、総額で５８７万円追加いたしております。 

次に、２１ページ、２２ページの１６款、寄附金は、社会福祉費寄附金を５万円追加いたして

おります。歳出の地域福祉振興基金積立金でも申し上げましたように、福祉事業に活用させてい

ただければとのことで、算所の中辻正道様から寄附をいただいたものでございます。この場をお

借りいたしまして、お礼を申し上げたいと存じます。ありがとうございました。 

次のページの１７款、繰入金は、１項、基金繰入金を総額で１億５，２５３万２，０００円減

額いたしております。その内訳は、１目、財政調整基金繰入金を１億２，０００万円、２目、減

債基金繰入金を３，０００万円、７目、ふるさと人づくり基金繰入金を７８万４，０００円、

９目、奨学基金繰入金を１７４万８，０００円、それぞれ減額いたしております。 

１９款、諸収入、４項、雑入は、総額で７８万円減額いたしております。主なものは、給食費

実績徴収金３５９万８，０００円と、豆っこ米肥料売上金２３９万２，０００円をそれぞれ減額

するとともに、後期高齢者医療広域連合へ派遣しております職員の人件費分として、同派遣経費

収入５０１万５，０００円を追加するものでございます。 

最後に、２０款、町債は、総額で４，３３０万円減額いたしております。既に予算計上してお

りましたものについて対象事業費の精査等により、それぞれ減額するものでございます。 

なお、１０ページに第２表、地方債補正を計上し、同額を変更しております。 

以上が、平成１９年度与謝野町一般会計補正予算（第６号）の概要でございます。 

よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

服部議員。 

１ ７ 番（服部博和） それでは、早速質問させていただきます。 

４４ページ、衛生費なんですけれども、ここの１３節、委託料。先ほど町長の説明にもありま

したプラテックの工場付近における臭気調査の減額について、環境課長にお伺いしたいと思いま

す。 

今、町長の説明で聞かせていただいとったわけでございますけれども、いわゆる企業側の責任

において実施をし、さらにそれが徹底できない場合には、また補正で追加をして行政で調査を行

うという旨の説明だったというふうに思っております。これにつきまして環境課長に、なぜ企業

側の責任で実施をするというふうに変更になったのか、また、地元の方々はどのような対応を望

んでおられるのか、そこのところを詳しく説明をお願いしたいと思います。 

永島住民環境課長。 

住民環境課長（永島洋視） お答えをしたいというふうに思います。 

まず、企業の責任で対策を講じられるということについてでございますが、地元で対策委員会

ができました。町の方でも臭気調査の予算が計上されるという中で、会社の方としても、なお一

層の努力をしていくということが必要だというふうに判断をされまして、機械そのもの全体をビ

ニールで覆って、においを外に出さないというような方法で改善策を検討をされておりました。 

しかし、その後、消防法との関係で、その工法が無理だということで、さらに現在やられてお

ります冷却をして、においを抑えていくという装置が現在１つついておりますが、それをもう
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１つふやしていくということで、現在、京都府の方に施設の変更の届け出をされとるということ

で、聞いておりますと５月ぐらいには大体その認可がおりて、工事に入れるんではないかという

ような状況になってきておるということです。 

それで会社が調査をされるということではなくて、そういうような会社の方として、さらに努

力をされるという状況が出てきましたので、地元の皆さんと協議しましたら、今の時点で臭気の

測定調査をしても、参考になるデータが得られないんではないかと、もう１回しなければならな

いのと違うかというようなことがございまして、ちょっと調査自体を見合わせていこうという判

断をさせていただいたということでございます。 

それともう１点は、地元の皆さんのご要望としまして、夏場に臭気の調査をやってほしいとい

うことで、９月議会で予算がついたというふうに思っておりますが、執行するということになれ

ば１０月以降ということになりまして、その点でもちょっと地元の皆さんのご意向に添えないと

いうことがありまして、そういうことで今年度内の予算執行が不可能になったということでござ

います。 

それで、地元の皆さんの要望としましては、今後、協議を町の方としていく中で、やはり臭気

調査が必要だということであれば、町の責任としてやっていただきたいということでございまし

て、町の方もその思いを受けとめさせていただきまして、町長が先ほど提案の中で説明をさせて

いただいたように、６月議会では夏場に調査が必要な場合、すぐにでもできるような予算を６月

議会で補正で出させていただくということで、そういう気持ちを示させていただこうということ

で対応しておりますので、よろしくお願いいたしたいというふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 服部議員。 

１ ７ 番（服部博和） 大体流れは理解できたわけで、企業の方が設備に対して万全の努力を重ねていく

と。それで、なおかつにおいが出るようであれば、６月に補正を出していただいて実施をすると

いうことで大体了解をしたわけでございますけれども、私がかつて質問させていただいたときに

は、いわゆる臭気及び不純物というようなことで、お願いをした経過があるわけでございますけ

れども、不純物の方に関しましては、どのような状況で課長は対応を今後していかれるおつもり

があるのか、お聞かせ願いたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 永島住民環境課長。 

住民環境課長（永島洋視） お答えをしたいというふうに思います。 

地元の方からは、においだけではなくて、工場から破砕をするときに出ると思われますばいじ

んについてもどういう状況なのか、人体にどういう被害があるのかというあたりの測定なり、そ

ういう判断ができるような調査をしていただきたいということは、聞かせていただいております。 

現在、臭気の調査を相談をさせていただいておりますメーカーさんの方とも調整をさせていた

だいておりますが、どういう格好でするのが一番いいのかというあたりのまだ結論が出ていない

ということでございます。 

それで、とりあえずにおいにつきましては夏場がいいということがございますので、とりあえ

ず実施できる予算を６月の補正でつけさせていただくということで考えておりまして、その後、

煤塵等につきましては、地元の皆さんと十分協議をさせていただいて、これで調査をしようとい

うことになった時点で、再度議会の方にも予算なり、ご無理を申し上げるということになろうか
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というふうに思いますので、その辺は今後の地元の皆さんとの協議次第だということで、ご理解

をお願いしたいというふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 服部議員。 

１ ７ 番（服部博和） 教育長にお伺いいたします。 

かつて私がこの問題で質疑させていただきましたときに、いわゆるあそこが通学路になってお

ると。それから、また近くに桑飼小学校があるというようなことで、学校側の方から、またＰＴ

Ａの方からも、子供に対する不安というようなことが懸念されるというようなことを、指摘させ

ていただいた経過があると思います。 

そのときに教育長は、それは伺っておるというふうなことを答弁されたというふうに思ってお

るわけでございますけれども、その後、これに対しまして教育委員会の方は、どのような学校に

対する、またＰＴＡに対する、また児童に対する対策を立てておられるのか、ご答弁をお願いい

たします。 

議  長（糸井満雄） 垣中教育長。 

教 育 長（垣中 均） お答えします。 

ご質問の件につきましては学校との連絡をとりまして、学校はＰＴＡともども地元の方々と協

力しながら、対応しとるところでございます。教育委員会として、これといった対策等は講じて

おりません。すべて学校と地元の方々と一緒になって取り組みを、校長の方には指示したところ

でございます。 

以上です。 

議  長（糸井満雄） 服部議員。 

１ ７ 番（服部博和） 教育委員会の方は、ただ学校の方に指示をし、学校が独自で地元との対応を立て

ておられるということですけれども、そしたら学校と地元では、具体的にどのような対応をして

おられるのか、説明をお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 垣中教育長。 

教 育 長（垣中 均） お答えします。 

詳しいことにつきましては報告等を受けておりませんのでわかりませんけれど、臭気が学校の

方に流れてきた場合等逐一報告し、そして、それらをもとに対応策を考えてもらうよう要請して

るというふうに伺っております。 

議  長（糸井満雄） 服部議員。 

１ ７ 番（服部博和） えらい手ぬるいことだと私は思うんですけれども、あのときに私が通学路にもな

っていると。学校にもまた異臭が漂っておるということの質疑をさせていただきましたときには、

早速、それに対する対応をしていただけるような答弁であったというふうに、私は記憶をいたし

ておるわけでございます。 

しかしながら、今の教育長の答弁を聞かせていただきますと、何もしておられないに等しい状

況ではなかろうかなというふうに思っておるわけでございまして、いわゆる臭気が学校の方に襲

ってきたときに、それに対する対応をする程度では、これはいわゆる抜本的な改革には全くほど

遠い状態ではないだろうかなというふうに思っております。 

それと、もう１つは通学路の問題を、先ほどから私は申し上げておるわけでございますけれど
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も、教育長の答弁では、学校に臭気が襲ってきたときには、それに対する対応ということは答弁

でされたというふうに思いますけれども、通学の途中の対応というのが全く聞かされておりませ

ん、答弁がされておりませんので、その通学に対するときの対応というものは、例えばマスクを

せよだとか、眼鏡をかけろだとか、そういうようなことは何も対応がなされてないのかどうか、

その辺のところをご答弁、お願いいたしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 垣中教育長。 

教 育 長（垣中 均） お答えします。 

通学路のことに関しましては、特に今まで学校の方から報告を受けたこともございませんし、

ご指摘のような対応等も今のところとっておりません。 

しかしながら、そうした状況が出てくるとするならば、そのときには、今、議員さんがご指摘

のような対応も講じなければならないとも思っております。 

以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 服部議員。 

１ ７ 番（服部博和） 教育長は何を、この前、私が質問させてもらったときにお聞きになっておったの

か、私は今大変疑問に思うわけでございます。 

と申しますのは、あのときに私は明らかに通学路に入ってるから、通学の児童に対する対策と、

学校に臭気が大変きつくにおうときがあるから、その問題について対応をどうされるのかという

お願いをしたと、私は鮮明に覚えておるわけでございます。 

しかしながら今のご答弁の中には、通学路に対しては学校の臭気対策に対してもほとんどされ

てない状態でありますし、また、登校・下校時の通学に対するそのときの対応というのが皆無で

ある。このような状況を数カ月間も放置をしておかれるということに対して、教育委員会の対応

というのは、果たしてこれでいいんだろうかなと。議会として、このようなことを見過ごしてお

っていいんだろうかなという今疑問が、ぶつぶつと沸いてきておるわけでございます。 

その辺につきまして、抜本的な対応というのはなかなか難しいかもわかりませんけれども、即

きょうから、また学校もゴールデンウイークが済んで始まっております。早速、子供たちに被害

が及ぶおそれのあるのを、未然に防ぐ対策というものを考慮するという答弁が、なぜ今いただけ

ないのか。もしいただけるなら、今からでも結構でございますので、ここの議会の場所でご答弁

をお願いをしたいと、かように思いますので、よろしくお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 垣中教育長。 

教 育 長（垣中 均） お答えいたします。 

学校に実情をさらに詳しく問い合わせ、調査いたしまして、そして必要とあれば対応の措置を

講じていきたいと、そのように思っております。 

以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 服部議員。 

１ ７ 番（服部博和） 教育長の今の答弁で、必要とあればという答弁でありましたけれども、必要とあ

ればということは、どういうことだ。私は国語の教師でないのでちょっとわからないんでござい

ますけれども、必要とあればという答弁は、私にとりましては何か物すごくファジーな、疑問を

持つような答弁でありますので。必要があるから私はこうして声を高らかに、お伺いをしておる
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わけでございます。 

それから前回のときも私が質疑をさせていただきましたときには、早速、何らかの対応をする

という答弁でありながら、きょうこの時点で必要とあればと、それだったら必要でないというこ

とであればしないということですか。それと、この必要であればというのは、だれが判断するん

ですか、必要であるかないか。 

今、環境課長が答弁なされたように、いわゆる業者が企業努力で今の設備の充実を図る。それ

からさらに臭気が漂うようであれば、必要であれば６月の補正で予算をつけて、そしてその予算

で臭気調査をするということですけれども、必要であればという判断は、必要であるか、ないか

という判断は、学校の先生がするんですか、教育委員会がするんですか、それなりの知識がある

んですか。あれば教えていただきたい。 

議  長（糸井満雄） 垣中教育長。 

教 育 長（垣中 均） 本件につきましては、そもそも先ほどの委託料のところにもございましたように、

地元としましても、また行政としましても、その臭気に対する調査をするということになってお

ります。したがいまして、それらの調査を受けて、そしてその結果も参考にしなければならない

と、そのように思っております。 

しかし現実の問題として、子供たちがその通学の途上に、それらに対しまして嫌悪感だとか、

あるいはまた身体的に何か苦痛を訴えるというような事態がありましたら、それは当然その対策

を講じると。そのような意味で、先ほど必要という言葉を使わせていただきました。 

以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 服部議員。 

１ ７ 番（服部博和） 何でそう後手後手、後手後手に回るんですか。いわゆるマスクだとか、防じん眼

鏡だとかというものをすぐ配布して、それなりの要望をするのが私は普通じゃないかなと。吐き

気がしたり、倒れたりしてからやるんでは、これは私は手おくれじゃないかなというふうに思う

んですけれども。 

だから前回のときにも、対応するという答弁をいただいているわけですから、早速、これはマ

スクを配ったり、防じん眼鏡を配ったりして、その通学路を活用しておる児童たちに、それなり

の事前対策ということをしとく必要があるんではなかろうかなと私は思うんですけれども、やは

り吐き気がしたり、頭痛がしたり倒れてから、それからしか教育委員会は動かないという答弁だ

というふうに、理解させていただいたらいいんですか。ちょっと、はっきり聞かせといていただ

きたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 垣中教育長。 

教 育 長（垣中 均） お答えします。 

そのような極論は申しておるつもりはございません。ただ、今まで学校からは、問い合わせた

ところによりますと、そうしたことを報告がございませんので、今まで答弁させてもらったとお

りでございます。 

しかしながら、議員さんがここでお尋ねでございますので、早急にまた学校との連絡をとり、

対応が必要とあれば対応を進めていきたいと、そのように考えております。 

以上でございます。 
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議  長（糸井満雄） 服部議員。 

１ ７ 番（服部博和） 先ほどから必要とあればということに対する、いわゆる私は問題を提起させてい

ただいとるんであって、必要とあればという判断は、いわゆる先ほどの補正予算をいただいて、

そしてその補正予算で専門家が調査をしてからじゃないと、出ないんと違うんですか。学校の先

生が、そういうような判断ができるんですか。教育長ができるんですか。できればいいですよ。

だけど素人がそんなことをしたって、できるわけないんと違うんですか。だったらマスクや防じ

ん眼鏡を、今ここで不用額で落とす分ぐらいで、また出してきたらどうですか。安いもんと違い

ますか。病気だってそうと違うんですか。 

病気だってそうと違うんですか。今、予防介護ということが、盛んに叫ばれとるんと違うんで

すか。なってからじゃ遅い、だから予防するんだという、要するに今は時代の流れがそうなって

いるんだと私は思うんですけど。だったらそのぐらいの、いわゆるあそこのプラテックのところ

を通って来る子供の数なんてしれてると思います。その子供たちに防じん眼鏡とマスクを配った

って、私はそんなもん微々たる金だと思いますけれども、そういうことをして子供を守ってやろ

うという気持ちが、やっぱり必要なんじゃないだろうかなと私は思うんですけれども、これ以上、

言っとっても仕方ないことでございますので、最後に教育長の賢明なるご答弁をいただいて、私

は降壇させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 垣中教育長。 

教 育 長（垣中 均） お答えします。 

先ほど答弁しましたように早急に学校と連絡し、そして調査をしまして対応を講じていきたい

と、そのように思っております。それがどのような形になるのかにつきましては、ここではお答

えすることはできませんけれど、実態をまず最初に調査したいと、そのように思っております。 

以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 服部議員。 

１ ７ 番（服部博和） それでは早急に、ひとつ学校側と対応を考えていただきたいと。そのときには、

ぜひ同行させていただきたいと思いますので、ご一報をお願いをしておきまして、私は降壇させ

ていただきます。ありがとうございました。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑はありませんか。 

上山議員。 

３  番（上山光正） １点だけお尋ねをしておきたいと思うんですが、３４ページの福祉灯油ですね、

この助成事業についてお尋ねしておきたいというふうに思います。 

前回の臨時会で可決をされたわけですが、これを受けて慎重に精査をされて、そしてこの滞納

者及び非課税世帯、こういったものを短期間に割り出してこられたと思うわけですが、これはど

ういうような状況であったんでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀福祉課長。 

福祉課長（佐賀義之） それでは、今ご質問いただきました事柄につきまして、若干報告をさせていただ

きながら数値を申し上げたいというように思っております。 

予算の段階では、１，７００名の方に５，０００円ということで補正をさせていただいており

ますが、実人数といたしましては、送付させていただきましたのが１，６５７名の方に送らせて
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いただいております。これにつきましては高齢者の方でありますとか障害の方、母子、生活保護、

こういった世帯の方に送らせていただいております。そういった中、３月１０日の締め切りとい

うことでしておりました結果と言いますのが、１，２１８世帯の方に申請をいただいております。 

こういった状況で、先ほど町長が申し上げましたように１，７００名分がありましたので、実

人数１，２１８名相当分についての減額をさせていただいたということでございます。 

議  長（糸井満雄） 上山議員。 

３  番（上山光正） ちょっと私、聞き漏らしたんだと思うんですが、１，６５７名の方が対象者とし

てあったわけですね。そしてそのうちの１，２１８名の申請を受けたと。したがって、その差額

がこの２５０万円というように理解したらいいですね。 

そこで、そうした現金の使途状況ですね、こういうのは追跡調査をされましたでしょうか。配

布された世帯への追跡調査ですね、本当に灯油にかわったのかどうかということを、されたかど

うかをお尋ねしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 佐賀福祉課長。 

福祉課長（佐賀義之） この灯油のお金につきましては、既にもう時期的に若干遅かったという感じがあ

りますので、実際、灯油を買っていただいてますのが、本当に寒かった昨年の１２月から１月と

いうことになっておりますので、実際、そのお金を振り込ませてもらって、それが灯油にかわり

ましたねというところまでは、追跡調査というのはしておりませんけれども、その家で灯油を事

前に、言えば立てかえ払いというような格好になっているんですけども、後から助成させていた

だいたということであります。そういったことで、実質、本当に振り込んだお金をお使いになり

ましたかというところまでの確認までは、行ってはおりません。 

議  長（糸井満雄） 上山議員。 

３  番（上山光正） そうすると、そういうお話になりますと商店の売上高ですね、これは私、質疑も

させてもらったとおり、与謝野町にはたしか２４業者、この灯油を転売しておられるところがあ

るわけですが、それは調査の方は、どういうふうになってますか。 

つまりことしは暖冬であったわけですね。暖冬であったがために、果たしてその５，０００円

が、有効に使われたかどうかということと。それから消費拡大じゃないですけど、商店としての

売り上げにどれぐらい寄与ができたんかなということで、お尋ねをしておきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 佐賀福祉課長。 

福祉課長（佐賀義之） このお金につきましては、現金で振り込まさせていただいたということがござい

ますように、議員さんがおっしゃられますように灯油券ということで、本当に灯油券として発行

させていただいた場合につきましては、実際、その灯油券が販売店の方の灯油として、実績とし

て幾ら買っていただいたんだということがはっきりしますけれども、現金として出させていただ

いておりますので。実際、私どもはそういった灯油を買っていただきたいということでお渡しを

しておりますけれども、実際はそこまで、灯油業者の方まで実際、そのお金が。相当なお金、

６００万円からのお金が出てますので、それが即、灯油販売に１００％つながっているかという

とこまでの追跡調査というのは行っておりませんので、ご理解いただきたいというように思いま

す。 

議  長（糸井満雄） 上山議員。 
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３  番（上山光正） そうしますと、まず慎重に精査をいただいたわけですが、効果の方は今のところ

非常に薄いように私は感じるんですが、今後こういった事業を推進されるに当たっては、やはり

もう少し期間を置きながら十分な調査をして、そして計画実施をお願いしたいと思いますが、こ

の点はいかがですか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀福祉課長。 

福祉課長（佐賀義之） この措置につきましては、今、議員さんがおっしゃられましたように、周知期間

なり、申請期間が短かったというようなことがございますけれども、国の方の突然の措置という

ことがございます。そういったことで、行政が行っている団体としては、京都府下では数少ない

中で対応させてもらったということでありますので、国の方の出してきた期間から言えば、本当

にもういっぱい、いっぱいのスケジュールで補助させていただいたというように思います。 

こういったことは今後は制度が出てきましたら、やはり余裕があればもう少し周知期間をしっ

かり持って、皆さん方に対応できたら事務的にも楽ですし、また、周知を受けられる方について

も、もっとよく理解ができたんじゃないかなというように思いますけれども、本当に今回につい

てはいっぱい、いっぱい、タイトなスケジュールの中でさせてもらったということがありますの

で、バタバタになりましたけれども、ご理解いただきたいというように思います。 

議  長（糸井満雄） 上山議員。 

３  番（上山光正） 非常に苦しい答弁かと思いますが、一応質問は終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑はありませんか。 

井田議員。 

９  番（井田義之） １９年度の最終調整という数字だろうというふうに思いますので、少しだけ聞か

せていただきたいというふうに思います。 

税の入りの方なんですけれども、町税の滞納分が１，０００万円ほど、予定より減っておると

いう状態です。これについては私も本当を言うたら、ちゃんと予算書を見ながらしとったらよか

ったんですけれども、それができておりませんので、結局滞納が何ぼあって、何％、何ぼ予定を

しておる中で、この１，０００万円という金額が減ったのというのが１つ。 

それから、その後ついでにお尋ねするんですけれども、たばこ税が２８２万６，０００円、こ

れは完全な実績だと思うんですが、最近のたばこ税の推移、２０年度では１２３の予算を組まれ

たと思うんですけれども、この辺の推移を税務課長としてどういうように見ておられるのか。そ

して、この２８０万円が減ることによることによって１，３００万円という数字なんですが、こ

としは１億２，３００万円ですね、予算が多分２０年度。その辺の見通しがもしわかれば、お願

いいたします。 

議  長（糸井満雄） 日高税務課長。 

税務課長（日高勝典） １番目の質問の固定資産税の滞納、１，０００万円の減額でございますが、当初

予算で見積もっておりましたのが、滞納繰越額約８，７２０万円につきまして、収納率を約

２０％ということで１，７４４万円ほど見込んでおりました。それにつきましては、収入見込み

が７３４万円ほどということで、その差額分についての１，０００万円を減額させていただきま

した。 

この前年度の１，７００万円につきましては、例年よりたくさん未納金徴収の関係もありまし
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て整理できた部分で、たくさんいただいております。その分について前年実績等を見て、当初予

算が組まれたということでございます。 

それから、たばこにつきましては１２月の補正で若干増額をさせていただきまして、また今回

は専決で３００万円ほどの減額ということで、まことに申しわけなかったんですが、月平均

１，０００万円強の収入ということで１２月にさせていただきまして、それが若干多目になった

ということで、現在約１，０００万円で推移しております。ということは、税額が上がった部分

もございますが、前年同様の動きということになります。 

ただ、傾向といたしましては、たばこは害があるとかいろんな部分で、禁煙の方向に向かって

いきますので、若干減っていくだろうなというようにはとらえておりますが、近隣の市町にお聞

きしましても、たばこについては急激に下がったというようなことは聞いておりませんので、今

後の動向については、禁煙家の皆さんがどういう方向に向かっていくかは、見ていかなければな

らないかというように考えております。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 再度お尋ねいたしますが、８，７００万円あって、２０％を一応予算書の中に上

げたということなんですけれども、その数字ですね、今回頑張っていただいたということはあれ

ですが、あと残っている分ですね。滞納ということで、これはほかの全体のことでちょっと気に

なっとることなんですが、とにかく今、固定資産税を１つの例として。 

特に固定資産があるということは、いわゆる差し押さえだとか、いろいろな対象も考えられる

わけですね、そういう手法も。今後の対応として、平成１９年度の決算でこういう結果が出てお

るという中で、税務課として、また庁舎内として、これに対するどういう対応を考えながら、こ

の分の税収を皆さんに少しでもご無理をお願いをして、税の徴収率を上げようということを考え

ておられるのか。具体的に、この中で差し押さえをこれくらいにしようと思っているとか、これ

くらいは無理かなというふうに思っとる。その辺のところがもしわかれば、お願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 日高税務課長。 

税務課長（日高勝典） 滞納繰越分の徴収につきましても、過去からの重大な課題となっております。た

だ、いろんな事情等もございますし、いろいろと調査なり、精査していかなければ滞納整理とい

うのはなかなか難しゅうございます。 

ただ、現在につきましては、一応元年分をいかにいただいてくるかということに集中しており

ます。それとあわせまして、今後いろんな部分で、徴収の方も共同化になってきまして、いろん

なノウハウが入ってきますので、そういう部分も含めまして、一定の今までのことでは済まされ

ないだろうというように考えておりますので、そういう部分で私らも勉強させていただきまして、

滞納整理に当たっていきたいと思いますが、とりあえずは、現年をどうしていただくかという部

分に集中しておるのが、今現在の状況でございます。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 共同徴収に移行するという前提の中でも、京都府全体の中でいろいろな苦しい状

態が、ほかの固定資産税だけでなしに、すべての使用料とか税の対象の中で、かなり厳しい状態

が起きてきてるわけですね。そういう中で、例えば私は固定資産税で言うておりますけれども、

その辺をしっかりと分析をしながら、こういう手法だったらここはいけるん違うかとか、ここは
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もう無理なら不納欠損にもっていくとかいうようないろんなことを、もう皆さんがわかりやすい

ような手法をとりながら、とにかく的確な判断をしながらやっていただかないと、もうどんどん

と今全国的にふえていっておるという現状なんで、その辺は出の方のことも大事だけれども、入

りの方のこともしっかりとつかまえていただきたいなということを、この場でお願いをしておき

たいというふうに思います。 

それから６０ページですけれども、小学校の設計といわゆる入札でということで、三河内小学

校でこういう差が出たと、２，８００万円の減額だったということなんですけれども、一般常識

的に考えたときに、なぜこんな大きな差が出るのかというのは、私にはちょっとさっきの町長の

説明だけでは理解ができません。再度、これはどういう理由でこうなったのか。ほかに三河内小

学校以外にもあって、すべてがこうなのかどうか。もしあるとすれば、どこがどれぐらいである

かとかいうあたりの設計と入札だけで、設計が甘かったのか、入札がもうすごい下がったのか、

その辺のちょっと数字的な部分。大体でいいです、何百何十何円までよろしいので、なぜこうい

うことが起きたのかというあたりに設計の甘さがあったのか、それとも入札の物すごいあれがあ

ったのか、その辺の説明をお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 鈴木教育次長。 

教育次長（鈴木雅之） 井田議員さんのご質問でございます。 

町長の提案説明の中では三河内小学校等というふうに、提案説明の中では説明をさせていただ

いておりますが、実際にこの予算の中で見ておりましたのは、加悦小学校、岩滝小学校、そして

石川小学校、三河内小学校、山田小学校と、学校数で申し上げますといわゆる５校でございます。

それで石川小学校、三河内小学校、山田小学校につきましては、屋内運動場ということで体育館

の部分の耐震の工事でございます。 

それで設計等の甘さがあったのかというご質問でございますが、当初予算を立てますときには

いわゆる実施設計の中で、前年度に実施設計をするわけでございますが、その実施設計の中で補

強計画を立てまして、その補強計画の中で、いわゆる概算工事費的なものを積算をしております。

その概算工事費に基づきまして一定の予算要求をし、議会の中で予算として認めていただいてお

るという状況でございます。 

そういう中で、例えば岩滝小学校の例をとって申し上げますと、当初予算では５，０００万円

の耐震補強工事費ということで、予算的には５，０００万円の予算をつけていただいておったわ

けでございますが、実際に入札等をしておりますと２，９００万円、約３，０００万円の工事費

ということでございまして、そういったところにつきましても２，０００万円ほどの予算が不用

と言いますか、減額となったというものでございます。 

そのほかに体育館の石川小学校、三河内小学校、山田小学校につきましては、当初予算で耐震

工事そのものは見ておりましたけれども、逆に体育館の関係で申し上げますと、当初予算で見て

おりました耐震工事費より増額になっておる部分もございますし、それからまた実際に体育館の

耐震工事をするということでご承知だと思いますが、オートリフターなんかのそういった工事も

あわせて、これは町単費の部分でございますが、そういった部分の設置工事もあわせて行ってお

りまして、それらが差し引きをしまして、この補強工事費として２，７００万円の減額補正を、

今回、専決補正で計上させていただいておるところでございます。 
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議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 町長の提案説明では、それこそ三河内小学校等という格好でした。そして今聞き

ますと、もう一遍再度念を押すんですけれども、岩滝小学校のいわゆる概算見積で５，０００万

円だったと、入札で２，９００万円だったと。２，０００万円も、極端な言い方をすれば６０％

以下でおさまっておるわけですね、５，０００×０．６＝３，０００万円、６０％以下でおさま

っている。 

私が今ここで言いたいのは、結局、服部議員等がきばって言われました。いろいろな設計事務

所にボンと設計をさせて、その数字が正しいのかどうかというチェックが、本当にできておるん

かなと。だから５，０００万円という設計ができて、それを予算に上げたと。もう一方に飛ぶと

思うんですけど、入札をするときには、今、最高札と最低札を上げて、書いて、公表して、そし

てその中で入札をされて、この２，９００万円がその最低札だとしたら、もう入札を終わってま

すので、最高札は何ぼであったのかと。５，０００万円の予算の中で、最高札を何ぼに設定をさ

れて２，９００万円の落札が起きたのか。それこそおまえは横着だと、そんなことはインターネ

ット見れば、ちゃんと公表してますと言われたらそれまでなんですが、私は見ておりませんので、

悪いですけれどもひとつこの数字を明らかにしてください。 

議  長（糸井満雄） 鈴木教育次長。 

教育次長（鈴木雅之） すみません。今ちょっと手元にその資料を持っておりませんので、若干休憩をい

ただけたらありがたいですが。 

議  長（糸井満雄） それではちょうど１時間かかりましたし休憩を挟みます。 

それでは暫時休憩をいたします。今３５分でございますので、５０分まで暫時休憩します。 

（休憩 午前１０時３５分） 

（再開 午前１０時５０分） 

議  長（糸井満雄） それでは休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

引き続き、井田議員の質疑を続行いたします。 

まず、鈴木次長の方から答弁願います。 

教育次長（鈴木雅之） 貴重な時間を休憩いただきまして、まことに申しわけございません。 

先ほど岩滝小学校の耐震の関係で申し上げましたが、例えば岩滝小学校の耐震補強工事の予算

につきましては５，０００万円というふうに答弁させていただいております。これは耐震診断を

しまして、そのときにいわゆる標準的な補強をした場合の概算工事費ということで、その費用を

コンサルに計算をしてもらっております。それが５，０００万円ということでございます。その

数字を予算化させてもらっておるということが、まず１点ございます。 

それから実際に入札します前には、耐震診断をしておりますが、実施設計を今度は業者に委託

をしております。その実施設計で計算をしまして、それから入札会にかける場合は、実施設計を

しました金額に町の経費なんかを含めまして上乗せをしまして、そして入札の場合の予定価格と

いうものを計算をしております。 

それで岩滝小学校の場合を調べておりますと、それが約２，４００万円、予算そのものは

５，０００万円の予算を持っておったわけですが、実施設計をして、そして入札にかけますとき

の予定価格というものは２，４００万円ということでございます。そういう計算で、それぞれの
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学校ごとの耐震強等の工事費を計算をしておりましたので、今回２，７００万円の減額補正とな

ったというものでございます。 

それと先ほど井田議員さんが最高札とかいうてご質問があったと思いますが、それは業者さん

が入れました最高札という意味でよろしかったんでしょうか。いわゆる町の方が申しております

予定価格という意味でございます。 

９  番（井田義之） 予定価格で公表しとる価格は幾らか。 

教育次長（鈴木雅之） その予定価格は、先ほど申しました建設課で計算をしました約２，４００万円で

ございます、岩滝小学校の部分につきましては。 

９  番（井田義之） 落札は、それで２，９００万円。 

教育次長（鈴木雅之） 落札をしました金額は２，０２８万６，０００円でございます、税込みですけど。 

先ほどの２，９００万円と言いますのは減額補正の金額ですから、岩滝小学校は５，０００万

円の予算がありまして、２，９００万円減額をしたわけでございますから、差し引き落札額と同

額の２，０２８万６，０００円で耐震工事ができたということでございます。 

以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 入札関係のことにつきましては、一応、副町長の方が最高責任者ということにな

っとるんだろうと思いますので、副町長に最後にお願いかたがた、ちょっと質問をさせていただ

くわけですけれども、いわゆる今のように概算の数字をはじいたら５，０００万円だったと。予

算が大変厳しい中でそういう予算要求がされて、５，０００万円という予算を一応予算づけをさ

れて、我々議会でも承認をしておると。実質的には、半分以上の金額が実施設計の中で減額され

ると。どういうのか、いろいろな事情はあろうと思うんですが、常識的に考えたときに、そのこ

とが町民の方々が理解できるかどうかということですね。 

従来からこの議会でも結局、いわゆる委託料が余りにも大き過ぎるという問題もあります。委

託をして、その成果品が返ってくる。その成果品に対するチェック機能、いわゆる専門業者がさ

れたことが正しいのか、正しくないのかと、ある程度のところのチェック機能を役場の方で持た

ないと、こういうことが次から次に起きてくるということに、なるんやないかなというふうに思

うわけですね。 

今後のそういうチェック機能を含めた役場の体制を、どういうようにするのがいいのかという

あたりは、大きな問題だと思うんですけれども、副町長の考え方、今後こういうようにできたら

なという思いがあれば、お聞かせを願いたいなというふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 堀口副町長。 

副 町 長（堀口卓也） お答えをいたします。 

私は指名委員会の委員長をしております絡みもありますので、私の方から少し的が外れるかも

しれませんけども、お答えをしたいと思います。 

今の岩滝小学校での話、予算化は５，０００万円で、その後、実施設計を組んで予定価格は

２，４００万円で済んだと、落札金額は２，０２８万円と。要は５，０００万円の予算と、その

後、実施設計を組んだ後の予定価格は２，４００万円、倍以上の乖離があるんではないかという

ことで、今回の場合に限って申し上げますと、５，０００万円の予算を確保いたしましたのは、
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耐震診断をした後、標準的な概算工事費を積算しますと５，０００万円になると。それをいよい

よ実施設計を組む段階で、結果的に２，４００万円になったということで、確かに議員ご指摘の

ように、余りに金額が大きくかけ離れております。一般の町民の方からすれば、なかなか理解が

得られにくいんではないかというのは、議員ご指摘のとおりだと思います。 

私も設計積算の技術知識があるわけではありませんので、今ここでこの改善策について具体的

に申し上げることはできませんけども、今回の岩滝小学校の例をもう少し詳細に検討いたしまし

て、それから近隣の市町村、あるいは京都府の考え方なんかも参考にして、指名委員会で検討を

所管するのがいいのか、もう少し役場の例えば建設課、あるいは下水道課、水道課、こういった

現場を抱えている技術者がいる職場の職員で検討会を持つのがいいのかわかりませんけども、今

回のご指摘を受けて、役場としても少し考えていきたいというふうに考えております。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

だんだん厳しい財政の中で企画財政課長の方も一生懸命、どういう割り振りがいいのかという

ことで真剣に頭を痛めておられる中で、減額が出ることは逆に言えばうれしいような、悲しいよ

うな状態だということを踏まえて、庁舎内のあまりにもかけ離れた金額が出たときのチェックは、

やっぱり一般的だとか暫定的だとかということやなしに、しっかりとしたチェックを入れれる体

制というのを、ぜひともお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

最後に企画財政課長にちょっと、私の勉強不足もあってお尋ねいたします。 

６５ページに見込調書が出ておりますね。私はこの１９年度の、ここでもすべての会計の専決

処分が出れば、１９年度の末の起債残高は１３３億７，８００万円、もうほぼ決まりだと。ほぼ

と言うのか、もう大体決まったんと違うかなと。この後、専決というのはありませんので、決ま

ったんだなというふうに思うんですけれども、これ見込額なんですね。見込額なのか、それとも

決定なのか、このことだけちょっとお願いをいたします。見込額であれば、なぜ見込額なのか。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。 

一応、見込額というふうに書いておりますけれども、これで確定をするだろうというふうに思

っております。それなのになぜ見込額かということでございますけれども、あくまでも予算の域

でございます。予算とは、あらかじめ算用すると書くわけでございまして、あらかじめ算用した

結果、こういうことになるであろうという見込みであります、あくまでも。決算は決まった算用

だということでございまして、そのときに初めて決まるということでございます。 

以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） ちょっとよくわからなんだんですけれども、これは決算の数字じゃないと確定で

ないということで、一応これが確定の数字という格好で、見させていただいたらいいということ

でしょうか。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） 見込みは書いておりますが、これで動かないだろうという数字でございます。 

９  番（井田義之） ありがとうございました。これで終わります。 
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議  長（糸井満雄） ほかに質疑はありませんか。 

勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） それでは、細かいことを２点ほどお尋ねをしたいと思ってます。 

まず、農林課長にお尋ねをいたしたいと思うんですが、２０ページ、府の支出金、自然循環型

農業の推進補助金１５２万５，０００円が増額になっております。しかしながら、その内訳と言

いますか、後の関係を見てみますと、例えば２４ページでは豆っこ米の売上金も２３９万

２，０００円減額、それから４６ページの補助金も４００万円減額、それから５０ページの施設

運営事業も５０万円の減額、こういうことになっているんですが、この府の補助金だけ今回これ

がふえたという背景というのは、こういうこととは全く関係なしにふえているんですか。そこの

ところをお願いします。 

議  長（糸井満雄） 浪江農林課長。 

農林課長（浪江 学） お答えをいたします。 

府の補助金につきましては、２０ページに１５２万５，０００円を上げさせていただいており

ますが、これにつきましては京都府の未来づくり補助金をいただいたものでございます。この未

来づくり補助金の査定の中で、自然循環農業については個人農家にお支払いする補助金と、それ

から団体に対する補助金とございますので、そこら辺を精査を京都府の方がいたしまして、団体

への補助金、未来の事業費に対するものとしての２分の１の補助金が１５２万５，０００円に当

たると。そういう計算でこの補助金については出ておりますので、歳出の方とは合わないことが

生じるということでございます。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） 歳出と合わないことは理解をするんですが、そうしますと団体の方ということな

んですが、この４６ページに、その場合はふえるということにはならないわけですか。ここはも

う減額でいいと、そういう理解なんですか。 

議  長（糸井満雄） 浪江農林課長。 

農林課長（浪江 学） お答えいたします。 

数字を追って説明をするということはなかなか難しいことですので、状況としての説明をさせ

ていただきたいと思います。 

京都府の方からの未来づくり補助金につきましては、先ほどの説明のとおりでございます。 

それから一方、歳出の方で例えば４６ページでは循環型農業推進事業補助金、これを４００万

円減額をさせていただいております。これにつきましては３月、４月の肥料の購入時期、購入量

との関係で、大きく変動が生じてきている向きがございます。 

１つには、２０年産の肥料供給に向けて安定供給を図っていきたいということから、３月の豆

っこ肥料の販売制限をいったん行っておりました。例えば３月２０日までは販売せずに、予約だ

けを承って見通しを立てるというようなことをさせていただきましたことにより、それからまた

３月の天候が非常に不順で、雨模様が続いたということから、直接お買い求めになる農家の方が

少なくて、この２つの大きな事情によりまして、４月の購入に大きく移行されたということがご

ざいまして、例えば肥料購入にかかる補助金についても、２０年度に回させていただくような形

になったということから、この補助金については、大きくはそのような事情で減額をさせていた
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だいたということでございます。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） 理解いたしました。 

次に、建設課長に１点お尋ねしたいんですが、４９ページから５０ページに地籍調査の関係で、

登記委託料を２７万９，０００円が今回減額になっておりますが、この予算はもともと３０万円

しかなかったというふうに思っております。したがって、そういう小さな金額でこれはおさまっ

たのかどうか、なぜこういう金額になったのかな、ここのところをお願いします。 

議  長（糸井満雄） 西原建設課長。 

建設課長（西原正樹） 議員のご質問にお答えしたいと思います。 

この地籍調査事業の委託料につきましては、温江地区の地内にございまして、相続人が不明な

土地がございまして、確定するためには裁判を起こすだとか、そういった裁判所への申し立てが

必要なことがございまして、そういった時間を要することから平成２０年度に繰り延べをさせて

いただいたものでございまして、一応大体事業費が確定しましたので、２７万９，０００円の減

額をさせていただいたものでございます。よろしくお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） そうしますと前の課長のときに私がお尋ねをしたときには、桑飼地区全体では、

まだ相当年月がかかるだろうと、こういうお話でしたが、温江だけでも今の状況でいきますと、

かなりかかるんではないかと思いますが、そこはどういうことになっていますか。 

議  長（糸井満雄） 西原建設課長。 

建設課長（西原正樹） この温江地区の委託料につきましては、温江地区全体で３つの工区に分かれてお

ります。そのうちの２工区目につきましては、現在もう終了しております。今回の物件につきま

しては３工区、いわゆる尾上住宅付近の土地でございまして、この中に相続人の不明の土地があ

るというふうなことで、どうしても確定するには裁判所の方に申し立てをする必要があるという

ふうなことがわかりましたので、そういった費用を今回計上しておるわけでございます。 

ただ、この温江地区の３工区につきましても、この土地だけでございまして、あとの土地につ

きまして、すべて確定をさせていただいとるというふうな状況になっておりまして、この委託料

の部分が終わりましたら、３工区の方の地籍調査の閲覧とかができるんじゃないかというふうに

考えております。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） 再三、地籍調査についてはお願いしとるわけですが、いろんな事情でもうかなり

遅延しておるということでございまして、一般の認識から申しましてもやはり行政に対する考え

方が、私はなかなかしにくいんではないかなと、こういうように思っておりまして、何とかそれ

ぞれご苦労だと思いますけれども、ひとつ十分な体制を組んで対処していただきたいと、このこ

とをお願いして終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑はありませんか。 

谷口議員。 

１ ５ 番（谷口忠弘） それでは１点だけ、ちょっと質問をさせていただきたいというぐあいに思ってお

ります。 
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ページ数は５２ページになるんですけども、商工業者の金融支援事業でございます。かなりな

多額の金額が減額ということになっておりまして、町長の説明によりますと申し込み件数の少な

さや、また、借入金額等々の減少に伴ってこういう数字が出てきたと、こういうぐあいにご説明

をいただきました。 

平成１８年度のときに町の融資制度がなくなりまして、１９年度から京都府の融資制度に変わ

ったと。その時点で３月末で、一応、結果が出たんではないかなというように思っておりまして、

その結果につきまして申し込み口数でありますとか、その辺、詳細な１年間の結果がわかりまし

たら、お聞かせいただきたいのと。もう１つは、ちょっと比較材料は同じ融資制度といっても、

町と府ではかなり違うだろうと思うんですけども、１８年度と比べてこの１９年度の切りかえの

府の融資制度が変わった時点で、どういうぐあいのことになったのか。かなり少なくなったんだ

ろうとは思うんですけれども、その辺の比較と言いますか、それもわかったら、お聞かせいただ

きたいなというぐあいに思っております。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） お答えいたします。 

ご承知のとおり、この保証料補給制度につきましては１９年度に新設したものでございまして、

この実績をどう見るかというところから、１９年度の予算を見出してきたわけでございますけれ

ども、基本的には京都府の制度融資の保証料を補助するものでございますので、京都府の融資が

どのように与謝野管内で使われているかというところを、１７年度も含めまして１８年度等の実

績を見させていただいております。 

利用件数につきましては１５３件の１０億円程度の京都府の制度融資を使われているというと

ころから、私どもの積算をさせていただきまして、その中で補給率等が保証協会の中にあるわけ

でございますが、その辺も加味しまして補助率２分の１、上限２０万円ということでございます

ので、マックスの数字で保証料を積算をさせていただきました。結果は町長の方から経過説明も

含めまして、今回答弁をさせていただきましたけれども、実績を見ますに８６件の対象者があり

まして、今回５００万円余りの保証料補助を行ってきたというところでございます。その差し引

きを今回減額したわけでございますが、先ほどのも関連しておりますけれども、町の制度融資を

なくしたという部分もございますので、１５３件の実績見合いと、町の制度融資があれば使われ

るであろうという数字、の約５０件をオンした数字としまして額を確定しております。 

そういったところで大きく数字が変わってきたわけでございますが、もう１つ大きな特徴とし

て私たちの方がちょっと見過ごしていた部分がありますが、その部分につきましては、この保証

料補助につきましてはニューマネー、いわゆる設備投資にかかるものに対して補助していこうと

いうことでございますので、借りかえだとか、そういうふうに運転資金にかかわる分につきまし

ての補助は、行っていけないということでございますので、当初見ておりました１０億円のうち

約２億円余りが、借りかえにかかる部分としてございましたので、その分については補助を行っ

ていけないという数字も加味しております。 

したがいまして、今後もこの１つの大きな枠は、それぞれ京都府の制度融資の中にあるわけで

ございますけれども、いわゆるニューマネーとして扱っていける数字が少なく、制度融資として

はいい制度融資なんですが、借りかえの部分として扱われているウエートが非常に高いというこ
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とによりまして、実績の制度融資にかかわります町としての保証料補助が非常に少なくなったと

いうことでございます。したがいまして、借りかえも含めて保証料補助を行っていくということ

になれば、また数字がかなりアップするんではないかと思いますけれども、傾向として、そうい

う状況の中で見てみますと、借りかえが大きな要因を全体に示している。融資を受ける場合でも、

保証料補助していく場合にも、借りかえの部分がウエートを占めているという現状で、融資を受

けられている業界の方がたくさんあるという現状でございます。 

議  長（糸井満雄） 谷口議員。 

１ ５ 番（谷口忠弘） 今お聞きしますと、借りかえが京都府の制度融資には乗らないということで、非

常に件数が減っておるということの解釈でいいんですかね。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） この補助金の１つの補助の対象になりますのが、融資を受けられたときに保

証料に対して２分の１の２０万円上限で補助していくわけですけれども、これはあくまでもニュ

ーマネー、設備投資等の関係にかかります融資にかかる部分での補助でございまして、借りかえ

については一切補助金を打たないということでございますので、京都府の制度融資の現在の様子

を見てみますと、借りかえして融資を受けられる方がたくさんあるということでございますので、

ご了解いただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 谷口議員。 

１ ５ 番（谷口忠弘） そうですか。私はちょっと勘違いしておりまして、町の融資制度自体が借りかえ

が可能だと。それに対して利子補給なり保証金の２分の１の補助をするというようなことが、町

の融資制度としてうたわれておったんではないかなというような気が今でもしておるんですけど、

そうではなかったんですか。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） １９年度につきましては、もう町の制度融資はないというわけでございます

ので、町の制度融資は扱っておりません。京都府の制度融資に対しての話を、させていただいて

おります。 

議  長（糸井満雄） 谷口議員。 

１ ５ 番（谷口忠弘） そしたら、もう１つお聞きしたいのは、平成２０年度から与謝野町の保証料の補

助の対象融資制度というのが新しく始まりましたですね、利子補給をするという融資制度ですね。

例えば中小企業保険法で認定された業者でありますとか、織物業者でありますとか、業種的には

非常に限定されているんですけれども、それの対象になる業種については特別にこの平成２０年

度は予算をつけて、利子補給までしていこうという制度ができましたですね。 

これはこの２０年度からスタートしてるわけでして、１９年度に借り入れされた方は、この制

度が後追いでできましたんで、この２０年度の制度に、１９年度に借り入れされた方が乗っかか

るということは、これは無理なのかどうか、その点についてちょっとお伺いしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） ご指摘のとおり新しい利子補給でございますけれども、４月１日施行という

ことでございますので、１９年度で融資を受けられた方につきましては該当しないということで、

４月１日以降ということで、ご理解いただきたいと思います。 
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議  長（糸井満雄） 谷口議員。 

１ ５ 番（谷口忠弘） 制度上そうしているんだと、こういうことであればいたし方ないというように思

わんでもないんですけども、かなりちょっと不公平感が出てくるんではないかなと。１９年度に

借り入れされた方は、保証料の２分の１がいただけるというだけで、利子補給の制度が受けられ

ないと、こういうことですよね、基本的に。ところが２０年度にこの申請した方は、先ほど言い

ましたように適合業種であれば両方とも受けることが可能であると、こういうことになりますね。

かなり１年間のずれで不公平感が漂うんではないかなと、私はこう考えるわけですけども、その

辺はどうなのか、もう一遍ちょっと、ご答弁をいただきたいなというように思うんですけども。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） ご指摘のとおりでございまして、不公平と言えば不公平かわかりませんが政

策的な形として、スタート時点というものがございますので、今回は４月１日施行ということで

ご理解いただきたいというふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 谷口議員。 

１ ５ 番（谷口忠弘） 私はこの融資制度にかかわって、全般的なことを言わせていただくと、かなり町

の融資制度がなくなった時点で、申し込み件数も金額も確かに減っているんですね。これはやっ

ぱり非常に使いにくい制度に、だんだんだんだんなってきているというぐあいに思いまして、こ

の２０年度からいい制度ができて、大変ユーザーにとってはありがたい制度だなと、こう思って

るわけでして、だからこの１９年度にかかわるスタートで、借りた時点の方にもやっぱり適用す

るような形でもっていっていただかないと、だんだんだんだん申し込み件数も減ってくるんでは

ないかなと。 

それともう１つは、この融資制度というのは大体設備投資とか、長期的な資金になるんだろう

というぐあいに思うんですけども、こういう制度を利用するという方は、比較的前向きに事業の

展開を図りたいと、こういうぐあいに考えておられる方が多いんだろうというふうに思うんです

ね。だからこういう方についてはいろんな、例えば開業資金の補助金だとか、そういう有利なも

のもたくさんあるんですけども、全般にわたって積極的に事業を展開していきたいという方につ

いては、やっぱりいろんな手だてで積極的な支援が必要ではないかなというぐあいに思っており

まして、だからこの制度をやっぱり１９年度の方にも適用できるような形で、ぜひ考えてあげて

いただきたいというのをお願いしまして、質問を終わりたいというぐあいに思っております。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑はありませんか。 

伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） たくさんの方が質問をされたんで、若干重複するとこがあるかと思いますけども、

何点かお伺いしたいというふうに思っています。 

１つは１５ページの徴税問題です。先ほど議員からも質問が出ておりましたが、概要が説明の

中でわかったわけで、加えて私が感じているのは、非常に住民生活もかつてない厳しい状況に立

たされているという中で、滞納の問題で発生したような状況もあるんではないかと、いうふうに

思っているんですが、税務課としてのその点での今回の町税徴収にかかわって、どういう判断を

されているかという、現時点のお考えをお伺いできたらなと思っているんですが。 

議  長（糸井満雄） 日高税務課長。 
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税務課長（日高勝典） すみません、最初の部分をもう一度お世話になれますか。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 厳しい町民の暮らしがあるという中で、この１年間やってきてこういう数字が、

結果的に今なっているわけですけども、その点との関係でどう見てるかと。いわゆる徴収の実情

はリアルに町民の皆さんはどういう受けとめをしてるのかというあたりが、知りたいなと思って

おります。 

税務課長（日高勝典） 滞納の分につきましては、年々その年の状況なり、滞納整理の状況によって変化

してまいります。それで確かに大きな波が出てくるとは思っております。 

それから現年でよろしいですか。徴収につきましては、確かに４期徴収というふうに変更にな

りました。そういう中で含めまして税負担の割合については、負担がかかってきてるだろうとい

うように考えております。ただ率的には、前年並みの率はいくかなというように感じております。 

ただ、お伺いしたり、町民の方が来られて相談の中にありますのは、どうしても苦しいという

部分については出てきております。これはずっと過去からも、ことし始まったことではなくて、

ずっと長年の経過の中での積み重ねになろうと思いますし、就職関係だとか、景気の問題とかい

ろいろございますので、  による仕事がないという部分については、大きな影響が出てきてる

だろうというようには考えております。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 具体的な数字は、決算の中でまたお伺いしたいと思っておるんですが、感じます

のはやっぱり少なくとも前年、前々年の経過から見ると、暮らし向きは本当に大変になってるわ

けで、それが皆さんも感じていると思うんですが、非常にリアルな厳しいものがあるということ

を、しっかり押さえる必要があるんではないかと。まさに数字で仕事を皆さんはされることにな

るわけですから、ふえたり減ったりすると議会からも指摘されるということがあるんですが、や

っぱり個々の納税者、いわゆる住民からすると、その点は非常に個々のケースの実情をしっかり

つかんだ上で、適切な対応をしていくと、親切な対応をしていくことが大事ではないかというふ

うに思っています。 

２つ目の質問に移るんですが、先ほど谷口議員からも出ておりました府の金融支援の問題で、

概要は答弁の中でわかりました。その上で私が問題意識を持っているのは、これも業界も、地方

の地域の業者の方も非常に大変な事態で、半ば倒産もあるんでしょうし、転業なんかを余儀なく

されている方がかなり、うわさでもそうですし、現実問題そういうふうになっています。これは

さきの３月議会でも言いましたが、リストラをせざるを得なくなって首を切って職員を減らして、

もう本当にやりくりができんという方もあります。 

そこで今論議になっていた、借りかえ要求が非常に強いということですね。これは私は基本的

に、現在の府の制度対応ではもうできない分野なんですね。こういう要求にどう接近していくか

というのを、もしお考えがあれば、課長のお考えを聞かせていただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） お答えいたします。 

谷口議員の質問にもお答えしましたとおり、融資傾向が借りかえに移行しているということと

あわせまして、先ほどちょっと触れませんでしたけれども、あわせまして府の制度融資、プロパ
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ーも含めてですけれども、やはり保証協会つきというのが、もうほとんど原則になってきており

ます。 

そういった中で融資枠が、業界の方はご存じかと思いますが、保証協会にかかる融資枠がいっ

ぱいであるということも、これも傾向として膨れ上がってきているというふうに分析しておりま

すので、さあ、それじゃどうするんかという話になりますと、単独でという話には、究極はそう

なんですけれども、町も１８年度で制度融資を廃止した経過も皆さんもご理解いただいたところ

でございます。あと私どもの方が申し上げれるのは、保証協会枠をいかに広げていただけるかと

いうことと、それから京都府も一定借りかえなり経営安定化ということ、ニューマネーじゃない

部分でのバックアップをしてくれる形は整っておりますけれども、なかなか最終的な担保という

話になりますと、そこが反比例しているという状況でございます。 

そういう経過だけ話して答弁となるわけですけれども、なかなか町の施策としてそこをバック

アップするということにつきましては、非常にハードルが高いと。私どもその立場におります所

管課としては、そういう思いはありますが、やはり限りがある政策の中で、どこで線引きをする

かというところで、頭を悩ましているところでございます。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 今言っとる借金がかなりふえてきてると言うか、そういう中での新たな借り入れ

が難しいという話も出ておりましたが、確かに厳しくなっているんだと思うんですが、借金だら

けで、まあ言うたら今までは事業が回ってきたわけですね。地方の経済なんていうのは、そうい

うもんだと思うんですよ、ひどい言い方をすると。だから、そういうことにどう支援の手を差し

のべるかというのは、やっぱり新たな工夫が要るんではないかというふうに思っています。 

この点はこれぐらいにして、次の質問に移りたいと思っています。 

３点目の問題は、５８ページの奨学金の貸付金で３００万円強が減額されるということになっ

ています、減額というか整理なんでしょうが。この点で概要を現時点でつかんでおられたら、ど

ういう状況かというのを、概要でもわかったら教えてほしいなと思っています。 

議  長（糸井満雄） 鈴木教育次長。 

教育次長（鈴木雅之） 伊藤議員さんのご質問でございますが、奨学資金の貸し付けの関係は、いわゆる

この３０６万円の減額補正ということで計上させていただいております。 

当初予算の段階では、きょうまで高校生、あるいは大学生も対象にということで、新規の貸付

者も一定の人数を見込みながら、予算化をしていただいておったわけでございますが、実績とし

ましては、高校生が４名、それから大学生が４名という実態でございまして、金額にしまして

２４０万円の貸し付けという実績になりました。したがいまして、当初予算では５４６万円を予

算づけしていただいておったわけですが、今申し上げましたように実績としましては２４０万円

でございますので、３０６万円を減額をさせていただいたという状況でございます。 

こういった町の制度のほかにも、いわゆる学校側での貸し付けの制度をお持ちの学校もあると

思いますので、そういったところから、また京都府の制度資金を借りられたり、今申し上げまし

た学校の、大学なんかは特にそうだと思うんですが、そういった大学の奨学資金を借りられてお

るというようなことから、今回の減額補正になったところでございます。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 
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７  番（伊藤幸男） 今の答弁を聞いていますと、旧来並みに対応できたと。ここで出してるのは出し

てないけども、ほかのところの制度で対応できたんではないかというニュアンスの答弁に聞こえ

たんですね。教育長、この辺の判断はどういうふうに判断されているんか、見解も含めてお聞か

せ願えたらと思っております。 

議  長（糸井満雄） 垣中教育長。 

教 育 長（垣中 均） お答えします。 

確かに世の中は非常に厳しい状況でありますから、奨学資金につきましても貸付額がふえるん

じゃないかと、そのように思ってたわけですけれど、現状は、先ほど次長が答弁したとおりでご

ざいます。 

次長が答弁の後半で答弁しておりましたように格差社会、あるいは、またこの長期不況と申し

ましょうか、庶民にとっては不況でございますね。その中にあって、確かに府、それから国、そ

してまた学校独自の、そうした奨学資金等の対応がなされていることは事実でございます。その

意味で、私どもの家庭が的を得ていたならば、結果的に借りる方が少なかったということは、他

の先ほど申しましたようなところの施策、対応の方を利用になられたんではないかと、そのよう

に推察しておるところでございます。これといった根拠があって申し上げていることではござい

ません、あくまでも推測です。 

以上です。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） その点は今後の課題ということで、次の質問に移りたいと思っています。 

６０ページの橋中の負担金の問題で、交付税の算定見直しというお話かありました。この点の

概要をわかりやすく、吉田課長かな、算定見直し問題を説明願えたらと思っています。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。 

昨年、交付税の算定方法が変更をされたということは、ご存じだというように思っております。

今までは経常的経費に幾らこの市町村は要る、投資的経費に幾らこの市町村は要ると、そういう

計算をしておったわけでございますけれども、投資的経費につきまして包括算定ということで、

人口と面積、これで算定することになったということでございます。今までですと投資的経費の

中で、中学校費という算定経費がございまして、基礎となりますのは学級数でございました。中

学校費の学級数ということで、投資的経費にもいわゆる基準財政需要額があったと。今まで橋中

の負担金につきましては経常的経費の額と、それから先ほど申しました投資的経費の額。これを

合わせたものをもって交付税の算入額というふうに申しておったわけでございます。 

ところが先ほど申し上げましたように、いわゆる中学校費の学級数の算定が消えまして、いわ

ゆる包括算定経費いうことで、人口と面積だけで計算をされるようになったと。ですから交付税

そのものが減ったというわけではないんですけれども、この額が橋中の交付税として算定されて

いる額だということがもう分解できなくなったと、こういうことでございます。 

したがいまして、橋中の経費として算入されておりますのは、経常的経費におきますいわゆる

教育費の額と。それから投資的経費の中でも、いわゆる今まで借金をいたしました元利償還金の

償還費、これらのものが交付税の算入額ということでございますので、いわゆる交付税全体の額
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ということでは、そんなによくなったわけではないんですけれども、中学校費として算入されて

いる額が、もう分解できなくなったと、こういうことでございます。そういうことで、ご理解い

ただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） ここでも国からの支援というのはファジーにされると、いうことが明らかだと思

っています。 

次の質問なんですが、５３ページの土木費で、これは土木橋梁費になりますか、財源内訳の変

更が計上されています。これにかかわって、若干、担当課等の見解をお聞きしておきたいと思っ

ています。 

ご存じのように、いわゆる特定財源制度問題に絡んで、地方でも紛糾したところもありますし、

全国的にそういう論議が盛んに行われておきました。４月末になって国会で、再度、再議決の強

行を、自民・公明両党によってされたということです。ご存じのようにガソリン価格については、

もう全国が大混乱するということが起きました。 

そこでガソリンの価格の問題じゃなくて、道路行政にかかわってお尋ねしたいのは、国・府か

ら何らかの通達や指導みたいなものは、おりてるのかどうかという点をお伺いしたいと思ってい

ます。 

議  長（糸井満雄） 西原建設課長。 

建設課長（西原正樹） 議員の質問にお答えしたいと思います。 

地方道路整備臨時交付金というものが、現在、建設課の方で行われております３路線について

補助をいただいておるところでございます。１つは明石香河線、また岩屋川線、そして石川上山

田線という３路線でございます。 

今回、この地方道路整備臨時交付金につきましては、現在、まだ国並びに京都府の方からは連

絡がきておりません。いわゆる５月１２日、あるいは１３日にご審議をされるだろうというよう

に思っております道路整備財源特例法ですか、そういった法律が可決されないと、最終的には支

出について討議がされないんだろうというふうに思っておりまして、現在、国並びに京都府の方

にも、そういった連絡をさせていただいておりますけれども、回答については返ってきておると

いうふうな状況ではございません。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 最後に、この道路特定財源にかかる今後の不安ということがあるんですが、町長

にお伺いしときたいと思っています。 

町長はあの紛糾したさなか、特定財源制度の維持を訴える街頭宣伝もされたというふうにお聞

きしています。この間、大きな紛糾で福田総理も国民世論に押されて、一般財源化を言い出すよ

うなことがありました。 

そこで質問したいんですが、本町としては基本的に道路整備に必要な財源を確保する、これが

重要な点だと思っているんです、僕は。膨大なむだ遣いになるこの特定財源制度そのものは、維

持すべきでないという認識なんですね。町長はこの点で、どのようにお考えなのかお聞かせ願え

たらと思っています。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 
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町  長（太田貴美） 今回のいろいろな国の動きの中で、何とかめどが立ったというのが正直なところ

ですけれども、基本的なところで道路財源がどうなのかということにつきましては、いろんな考

え方ができると思うんですけれども、与謝野町にとって必要な道路をしていくために、ぜひ形は

どうであろうと国からのそうした助成を行っていただきたいと。そうでなければ、町単独で好き

なようにしなさいと言われても、これはできっこない話です。そういう意味で、道路財源になる

のか、一般財源化されてくるのかはどういう方法であっても、町として必要だと思える、そうし

た道路の建設ができることを、ぜひお願いをしていきたいというふうに考えております。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 基本的に、私の認識とほぼ一致してるんではないかということで安心しました。 

以上で、質問を終わりたいと思います。 

すみません、ちょっと質問を忘れまして申しわけないです。ごめんなさい。 

最後になって申しわけないです。もう１点だけ忘れておりましてすみません。 

ページ４４のプラテックの問題で、服部議員から詳細にいろんな質問がありましたが、この点

で質問をもう１点だけお伺いしておきたいと思っております。 

私はこの臭気だとか、こういう公害にかかわるような問題でその対応というのは、特にやっぱ

り住民の皆さんの感情と言うか声、これが非常に大事だと思っています。そこで既に前にも触れ

ましたが、住民団体ができているわけですね。非常に珍しいと言うか、非常に新たなああいう形

と言うんですか、要求の形になってきてるんだと思うんですが、そことの協議が非常に重要だと

いうふうに思っています。 

この点で協議の状況ですね、いわゆるここの行政当局との協議の状況と、その具体的な要望項

目というのが、具体的に出されているとかいうことがあるのであれば、お聞かせ願えたらという

ように思っています。 

議  長（糸井満雄） 永島住民環境課長。 

住民環境課長（永島洋視） お答えをしたいというふうに思います。 

確かに議員さんがおっしゃいますように、住民の皆さんとの協議というものが非常に重要な、

そういう問題だというふうに思っておりまして、先ほどの答弁の中でちょっと漏れておりました

が、今回１９年度の予算を、全額減額させていただくということにつきましても、地元の区長さ

ん、それから対策委員会の代表の方に説明をさせていただきまして、ご了解をいただいておると

いうことでございます。それで必要な調査につきましては、平成２０年度で１からもう１回協議

をし直しまして、それでどういう予算づけが要るのかということも含めて、地元の皆さんと協議

をさせていただきたいということで、お願いをしとるということでございます。 

それで日程はまだ決まっておりませんが、地元の区長さんなり代表の方とは連休明けの時点で、

町の方は私が参りますので、その辺で会議を１回設定をしていただくということで調整をしてお

りますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 今、協議と経過についてはお伺いしたんですが、具体的なこうすべきでないかと

いうような要望はないんですかね、お聞きしてないですか。 

議  長（糸井満雄） 永島住民環境課長。 
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住民環境課長（永島洋視） 先ほども少し触れましたが、煤塵等のそういう飛散が激しいということで、

その方の調査をしてほしいという声が一時ありましたが、昨年９月だったと思いますが、１つは

排水が下水道に接続をされたということで、においの問題、排水の問題がかなり改善をされてき

ておるということがあります。それから、また地元の方からの申し入れで濡れたような畳とか、

そういう特定なにおいが発生をすると思われるようなものについては処理せんといてくれという

ことで、申し入れをされております。そういう中で、かなりばいじん等も減ってきておるという

ことを聞かせていただいておりまして、現時点でどういう調査が必要なのか、また、どういうふ

うにしていったらいいのかというあたりにつきましては、先ほど説明をさせていただきました会

社側の第２次の対策の結果を踏まえて、これは地元の皆さんともう１回協議をし直す必要がある

というふうに考えておりますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。 

７  番（伊藤幸男） 終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑はありませんか。 

赤松議員。 

１ ０ 番（赤松孝一） 教育委員会にお尋ねします。 

ページは２４番の雑収入の給食費の実費徴収金の△３５９万８，０００円の件でございますが、

この実態につきましてご報告をお願いしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 鈴木教育次長。 

教育次長（鈴木雅之） 今、赤松議員さんのご質問でございますが、この給食費につきましては、当初予

算の段階では、一応、給食費の月額×生徒数・児童数、それでもって予算化はさせていただいて

おります。 

その結果、ちっとした決算額ではないにしましても、いわゆる児童数、生徒数の減と言います

か、学校によっては増の部分があるかと思いますが、増減の関係がありますのと、それから給食

の回数の問題で、例えば風邪をひいて欠席をしておるとか、そういう場合につきましては、その

給食を実費徴収しておりませんので、そういったもので、この予算の減額ということでございま

す。その中には賄い材料等の関係もございますが、例年、若干大きな数字でございますが、この

１９年度の場合は３５０万円の減額ということで、予算要求をさせていただいております。 

議  長（糸井満雄） 赤松議員。 

１ ０ 番（赤松孝一） ということは今回のこの減額の中には、そういった給食の回数とか人数とか、そ

ういったものによる減であって、いわゆる給食費の本来いただけるものが、いただけてないとい

うような現状は起きてないということですか。 

議  長（糸井満雄） 鈴木教育次長。 

教育次長（鈴木雅之） 一応この予算の中で減額しておりますのは、現年度分というふうに計上しており

ますが、実際には現年度分の中で徴収と言いますか、給食費を納めていただいておるのが、若干

おくれておる子供さんもおいでますので、ただ、そういった分につきましては、この減額予算の

中には含まれてはおりませんか。 

議  長（糸井満雄） 赤松議員。 

１ ０ 番（赤松孝一） 今回のこの減額の中には、そういったいわゆる徴収できない分は入っていない。

給食の配ぜんの回数とか、生徒の数によっての３５０万円の減額でありますが、となると、今の
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現実の問題としまして、いわゆる徴収は今、ちょっとおくれておる程度のお子さんがあるという

程度のものなら、本当にありがたいんですが、ご存じのようにメディアでは新聞の１面、あるい

はテレビのニュースの特集等で、これは特に地方よりも都会で多い現象ですが、２５％の人が給

食費を払わないとか、そういったことがどんどんと活字や映像になってあらわれていますが、そ

ういった現象は、当町では全く心配ないというふうに理解をさせていただいたらいいんでしょう

か。 

議  長（糸井満雄） 鈴木教育次長。 

教育次長（鈴木雅之） 確かに今メディアの状況をお話されましたですが、この当町におきましても給食

費を拒否をするとか、義務教育だから払わなくてもいいという、そういう理由づけはないと思い

ますが、実際に現実的には未収でありましたり、それから滞納といったものも学校によって差異

はございますが、現実的にはそういった学校もございます。ただ、そのあたりにつきましては学

校の給食費、いわゆる教材費の位置づけを給食費もしておりますので、教職員を中心にこうした

給食費の徴収にも力を入れておるところでございます。 

議  長（糸井満雄） 赤松議員。 

１ ０ 番（赤松孝一） それではせっかくの機会でありますので、決算で質問するべきかわかりませんが、

ついででありますのでお尋ねいたしますが、給食費も教材費の一部ということで、学校の先生が

中心になって徴収に励んでいただいているということでありますが、現実に過去の話で、与謝野

町になってからはまだ２年なんですが、旧町のときの話で、既に対象者の生徒さん、子供さんは

おられないと。そのままいわゆる世に言う食い逃げというような現象があったわけですが、そう

いった実態は今ではもう全く影をひそめて全くないというふうに、すべておくれぎみであっても、

いわゆる在校の間には徴収できるというふうな状況なのかどうか、参考のためにお尋ねをしたい

と思います。 

議  長（糸井満雄） 鈴木教育次長。 

教育次長（鈴木雅之） 今、赤松議員さんがご質問のように、在校中にすべて徴収ができるというのが本

来の姿だとは思いますが、現実問題としまして、例えば小学校を卒業して中学校にもう進学して

おるとか、中学校を卒業したといった児童生徒の部分につきましても、いわゆる滞納が残ってお

るというケースはございます。ただ、今のところ金額的に資料を持ちあわせておりませんので、

そういった金額的な状況は、この場ではお許しいただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 赤松議員。 

１ ０ 番（赤松孝一） 最後に、これは要望になりますが、ご答弁は結構ですけれども、やはり給食とい

うものは非常に大切な、いわゆる以前、食育問題でも私は教育長に質問いたしましたが、特に給

食問題に大変力を入れておられる。今、京都府の中でもありますし、また、他府県でも相当この

食育問題に取り組んでおられます。ぜひともそういった意味で、いわゆる食育の観点からも、ま

た教材としての徴収の方法、そういったものに今後課題があれば、いち早く課題を見出していた

だきまして、ぜひともそういった滞納も減り、なおかつ充実した学校給食ができますように、ひ

とつよろしくご配慮をお願いしたいと思います。終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 



－32－ 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

これより議案第５５号を採決します。 

本案は、原案のとおり承認することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

したがって、議案第５５号 専決処分の承認を求めることについて（平成１９年度与謝野町一

般会計補正予算（第６号））は、原案のとおり承認することに決定しました。 

ここで昼食休憩に入ります。再開は１時３０分から再開いたしますので、よろしくお願いいた

します。 

それでは、昼食休憩します。 

（休憩 午後１２時０１分） 

（再開 午後 １時３０分） 

議  長（糸井満雄） それでは休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

日程第４に入るまでに報告をいたします。 

午後の会議には、教育長並びに教育委員長は地教委の総会があって、そちらの方に出席いたし

ましたので、欠席する旨の連絡がありましたので、報告を申し上げておきたいと思います。 

それでは、次に日程第４ 議案第５６号 専決処分の承認を求めることについて（平成１９年

度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第６号））を議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第５６号の平成１９年度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第６号）につ

いてご説明を申し上げます。 

この補正は３月３１日付で専決処分いたしたものでございます。 

今回の補正は、１，６２２万９，０００円を減額し、総額を９億６，４０４万６，０００円と

いたしたものでございます。 

まず、歳出からご説明申し上げます。１４から１５ページをお開き願います。 

１款、総務費、１目、一般管理委費は、職員の育児休業による給料などの不用額を１７９万円

減額いたしております。２目、財政管理費は、２５節、積立金で財政調整基金積立金と減災基金

の利子相当分の積立金を減額、あるいは追加いたしております。 

２款、維持管理費は、１３節、委託料で、漏水調査委託料を３０万円減額するなど、不用額を

総額で８５万５，０００円減額いたしております。 

３款、改良費は、事業費精査や請負減によりまして、総額で１，１９９万５，０００円の減額

をいたしております。 

次のページの４款、公債費では起債借入見込みの減によりまして、２目、利子を２４８万
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１，０００円減額いたしております。 

また、６ページの第２表、繰越明許費補正を計上いたしておりますが、これは与謝簡易水道施

設整備事業におきまして用地購入に時間を要し、登記が年度内に完成しなかったことから繰越額

の追加をいたしております。 

三河内簡易水道施設につきましては、事業費精査による減算をするものでございます。 

次に、１２ページから１３ページの歳入ですが、４款、財産収入は、先ほどの説明のとおり、

財政調整基金利子を支出の積立金と同額の３万円を減額し、減債基金利子を１，０００円追加い

たしております。 

５款、繰入金は、一般会計繰入金を５００万円減額いたしております。 

８款、町債は、各施設並びに下水道関連排水管布設替事業の事業費精査によりまして、総額で

１，１２０万円減額いたしております。 

なお、７ページに第３表、地方債補正を計上し、同額を変更しております。 

以上が、平成１９年度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第６号）の概要でございます。 

よろしくご審議の上、ご承認いただきますようにお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

これより議案第５６号を採決します。 

本案は、原案のとおり承認することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

したがって、議案第５６号 専決処分の承認を求めることについて（平成１９年度与謝野町簡

易水道特別会計補正予算（第６号））は、原案のとおり承認することに決定しました。 

次に、日程第５ 議案第５７号 専決処分の承認を求めることについて（平成１９年度与謝野

町下水道特別会計補正予算（第５号））を議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第５７号の平成１９年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第５号）につい

てご説明を申し上げます。 

この補正は、３月３１日付で専決処分いたしたものでございます。 

今回の補正は６５万４，０００円を減額し、総額を１億６，０８４万７，０００円といたした

ものでございます。 

歳出からご説明申し上げます。１４から１５ページをお開き願います。 
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１款、総務費、２目、財政管理費は、２５節、積立金を５万５，０００円追加いたしておりま

す。これは後ほど歳入でご説明いたしますが、公共下水道事業建設整備基金の利子相当分を積み

立てするものでございます。 

２款、維持管理費は、水洗化奨励金などすべて不用額により７３０万円減額するものでござい

ます。 

３款、事業費は、公共下水道事業と特定環境保全公共下水道事業の精査によりまして、組みか

えを行うものでございます。 

次のページの４款、公債費は、２目、利子で、２３節、償利割を３０万円減額いたしておりま

す。これは一時借入金利子の不用額でございます。 

次に、１２ページから１３ページの歳入でございますが、３款、国庫支出金、１目、下水道費

国庫補助金は、公共と特環で事業費の精査による組みかえを行うものでございます。 

４款、財産収入は、公共下水道事業建設整備基金の積立金利子を５万５，０００円追加いたし

ております。 

５款、繰入金、１目、一般会計繰入金は、公共、特環合わせて総額で８２０万円減額いたして

おります。 

８款、町債は、公共、特環の事業費の相殺により精算いたしております。 

なお、７ページに第３表、地方債補正を計上し、同額を変更しております。 

また、６ページでは翌年度へ繰り越します事業費の追加によりまして、繰越明許費補正を計上

いたしております。 

以上が、平成１９年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第５号）の概要でございます。 

よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

これより議案第５７号を採決します。 

本案は、原案のとおり承認することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

したがって、議案第５７号 専決処分の承認を求めることについて（平成１９年度与謝野町下

水道特別会計補正予算（第５号））は、原案のとおり承認することに決定しました。 

次に、日程第６ 議案第５８号 専決処分の承認を求めることについて（平成１９年度与謝野

町農業集落排水特別会計補正予算（第３号））を議題とします。 

提案説明を求めます。 



－35－ 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第５８号の平成１９年度与謝野町農業集落排水特別会計補正予算（第３号）

についてご説明申し上げます。 

この補正は、３月３１日付で専決処分いたしたものでございます。 

今回の補正は６５万４，０００円を減額し、総額を１億６，０８４万７，０００円といたした

ものでございます。 

歳出からご説明申し上げます。１２から１３ページの歳出をお開き願います。 

１款、総務費、２目、財政管理費は、２５節、積立金を１万４，０００円減額いたしておりま

す。後ほど歳入でご説明いたしますが、農業集落排水事業減債基金積立金の利子相当分を減額す

るものでございます。 

２款、維持管理費は、１１節、需用費、修繕料の不用額を６４万円減額いたしております。 

以上が、歳出でございます。 

次に、歳入の１０ページから１１ページをお開き願います。 

４款、財産収入は、先ほどご説明させていただきました減債基金利子を１万４，０００円減額

いたしております。 

５款、繰入金は、一般会計からの繰入金を６４万円減額し、調整いたしております。 

以上が、平成１９年度与謝野町農業集落排水特別会計補正予算（第３号）の概要でございます。 

よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

これより議案第５８号を採決します。 

本案は、原案のとおり承認することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

したがって、議案第５８号 専決処分の承認を求めることについて（平成１９年度与謝野町農

業集落排水特別会計補正予算（第３号））は、原案のとおり承認することに決定しました。 

次に、日程第７ 議案第５９号 専決処分の承認を求めることについて（平成１９年度与謝野

町介護保険特別会計補正予算（第５号））を議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第５９号の平成１９年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第５号）につ

いてご説明申し上げます。 
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この補正は、３月３１日付で専決処分いたしたものでございます。 

今回の補正は、事業勘定のみの補正でございまして、５４６万７，０００円を追加し、総額を

１９億９，４４８万９，０００円といたしたものでございます。 

まずは、歳入からご説明申し上げます。１０ページ、１１ページをお開き願います。 

３款、国庫支出金、２項、国庫補助金、１目、調整交付金は、交付決定により６６３万

８，０００円追加いたしております。２目、地域支援事業交付金につきましても、交付決定によ

り７８万１，０００円減額いたしております。 

同じく５款、府支出金、１目、地域支援事業交付金につきましても、３９万円減額いたしてお

ります。 

以上が、歳入でございます。 

次に、歳出のについてご説明申し上げます。１２、１３ページをお開き願います。 

３款、地域支援事業費、１項、介護予防事業費は、１目、介護予防特定高齢者施策事業費の

１３節、委託料で、給食サービス事業委託料を実績から９０万円減額いたしております。 

７款、予備費は、６３６万７，０００円追加し、調整いたしております。 

以上が、平成１９年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第５号）の概要でございます。 

よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

これより議案第５９号を採決します。 

本案は、原案のとおり承認することに賛成議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

したがって、議案第５９号 専決処分の承認を求めることについて（平成１９年度与謝野町介

護保険特別会計補正予算（第５号））は、原案のとおり承認することに決定しました。 

次に、日程第８ 議案第６０号 専決処分の承認を求めることについて（平成１９年度与謝野

町国民健康保険特別会計補正予算（第５号））を議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第６０号の平成１９年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）

についてご説明を申し上げます。 

この補正は、３月３１日付で専決処分いたしたものでございます。 

今回の補正は事業勘定の補正でございまして、３，４７７万３，０００円を減額し、総額を
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２６億９，４３６万９，０００円としたものでございます。 

まずは、歳出からご説明申し上げます。１２から１３ページをお開き願います。 

１款、総務費、１目、一般管理費は、２５節、積立金で財政調整積立金を４２万７，０００円

追加いたしております。これは財政調整基金利子相当分を積み立てるものでございます。また、

２８節、繰出金は、高額療養費貸付基金の利子相当分７，０００円を繰り出すものでございます。 

２款、保険給付費は、実績により不用額を減額するものでございます。 

１０款、予備費は、３３９万４，０００円追加し、調整いたしております。 

次に、１０から１１ページの歳入でございますが、４款、国庫支出金から６款、府支出金、

１項、府負担金は交付決定により、それぞれ２６２万５，０００円追加いたしております。２項、

府補助金は、普通財政調整基金が療養給付費の減額などにより、１，４００万７，０００円の減

額となっておりますが、特別調整交付金は２，７７１万７，０００円の内示をいただき、総額で

１，３７１万円を追加いたしております。 

８款、財産収入は、財政調整基金利子などの利子を１３万８，０００円追加いたしております。 

９款、繰入金、２項、基金繰入金は、財政調整基金からの繰り入れを５，２００万円減額し、

調整いたしております。この主な要因としましては、医療費が予測より約３，６００万円の減額

となったことと、府の調整交付金が特別分の追加によって約１，３００万円の増額交付となった

ことによるもので、結果的に１９年度では４，０００万円の取り崩しとなりました。 

以上が、平成１９年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）の概要でございます。 

よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） それでは国保特別会計につきまして、２点ばかり質問したいと思っております。 

まず、今、町長から説明があったわけですが、１１ページの特別調整交付金、これが今回、大

幅な国からの交付ということで内示が出たということでございますが、その要因としてはどうい

うことが考えられますか。 

議  長（糸井満雄） 泉谷保健課長。 

保健課長（泉谷貞行） 議員のご質問にお尋ねいたします。 

特別調整交付金といたしまして、今回、府支出金、府補助金で、新たに２，７７１万

７，０００円計上いたしております。これの主なものでございますが、レセプト点検分といたし

まして７５０万円、基盤整備分といたしまして同じく７５０万円、これにつきましては応能割、

応益割の平準化、及び１人当たりの調定額の増によるものでございます。それから、経営評価分

といたしまして、１，０４３万円というものでございます。 

主なものといたしましては、以上の３点でございます。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） それぞれ担当課で、いろいろご努力をいただいた結果、こういう内示になったと

思うんですが。 

そこでお尋ねしますのは、昨年６月に厚労省は、いわゆる特別調整交付金のソフトに誤りがあ
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ったということで、全国で１，０００を超える自治体の特別調整交付金の修正をしている、こう

いうことがあるわけですが、うちの場合を見てみますと災害が対象になるような気がしたわけで

すが、特にこのことについて、与謝野町に対してこの分での誤りがあったということでの今回が

決定があったと、そういうものはございませんか。 

議  長（糸井満雄） 泉谷保健課長。 

保健課長（泉谷貞行） お答えいたします。 

京都府下では、そのような該当はないということでお聞きしておりますし、当与謝野町につい

ても該当はございません。 

以上です。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） それでは、今回の補正にはちょっと関係ないんですが、３月３１日に国の方で決

定をされたと言うか法律改正がされたということで、ちょっとお尋ねをしておきたいのは、いわ

ゆる国民年金の保険料の未納者に対して１３カ月未納があって、所得が２００万円以上の人につ

いては、国民健康保険の被保険者証を短期に切りかえると。そういう措置ができるような法律改

正がされておりますが、これはどうでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 泉谷保健課長。 

保健課長（泉谷貞行） お答えいたします。 

国の制度といたしましてはそのように聞いておりますが、与謝野町といたしまして今後の検討

課題としております。 

以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） これは今、課長から答弁がありましたように検討課題ということで、それはいい

んですが、その市町村によってできる規定と申しますか、市町村の判断でこのことができるとい

う法律になってると、通則になっていると思うんです。そこのところを、ぜひそういったことが

正しいのかどうか。例えば国民健康保険を滞納しておるから、国保の被保険者証が短期証に切り

かわると。そういうことが私はあってはならないと、こういうように思っておりますので、そう

いったことでひとつご検討をいただきたい。あるいは現在、京都府下で、このことについて特に

議論されていることはありますか。 

議  長（糸井満雄） 泉谷保健課長。 

保健課長（泉谷貞行） お答えいたします。 

京都府下の情報につきまして、こちらの方でまで入手をしておりませんし、先ほどもお答えし

ましたように市町村の裁量ということですので、それらも含めまして情報収集しながら検討させ

ていただきたいというふうに思います。 

以上です。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） ひとつそういった情報を的確にキャッチしていただきまして、あまりそういった

ことで、改めて住民の方々に非常に厳しい措置がされることのないようにお願いをしたいと思っ

ております。 
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もう１点、これはちょっと住民課長の管轄になるかもわかりませんが、いわゆる今度の後期高

齢者の関係で、資格喪失届なしでも国保に入るということができるようになったように聞いてお

りますが、そこのところはどうでしょうか。住民課長でも、どちらでもよろしいです。 

いわゆる普通は社会保険を脱退しますと、その手続を１４日以内にしなければならないと、こ

ういうことになってると思うんですよ。しかし今度の後期高齢者に限っては、そういうことがな

くても後期高齢者の手続が自動的には言いませんけれども、簡易にできるようになるという措置

がとられると。こういうふうに報道されておりますし、ひとつまだはっきりしていない部分があ

るとすれば、これはどっちが私はいいかわかりません、簡単にできるのがいいのか、難しいのが

いいのわかりませんが、ひとつそのことについては、ご研究をいただくようにお願いをしておき

たいと思います。 

終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

これより議案第６０号を採決します。 

本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

したがって、議案第６０号 専決処分の承認を求めることについて（平成１９年度与謝野町国

民健康保険特別会計補正予算（第５号））は、原案のとおり承認することに決定しました。 

以上で、専決処分の議案は終了いたしましたが、これより議会構成の審議に入ります。 

したがいまして、暫時休憩をしたいと思います。 

この際、理事者並びに執行機関の皆様は、一時退席をお願いしておきたいというふうに思いま

す。追ってまた連絡をいたしますので、ご参集願いたいと思います。 

なお、４月２３日に議会運営委員会で申し合わせました結果につきましては、皆さん方のお手

元に既に報告書を出しておりますので、ご参照を願いたいと思います。私の方からいちいち申し

上げませんけれども、ひとつ十分承知おき願いたいと思います。 

それでは、これにて暫時休憩をいたしますが、５分ほど休憩をいたしまして、会派の代表者会

議を開催をしたいと思いますので、委員会室の方にご集合願いたいと思います。それぞれの会派

の代表の方は５分後、２時５分に委員会室にご集合願いたいと思います。 

それでは、暫時休憩します。 

（休憩 午後２時００分） 

（再開 午後５時３０分） 

副 議 長（服部博和） それでは、ただいまより再開をいたします。 
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お知らせいたしておきます。商工観光課長の太田課長が、会議のため退席いたしております。

かわりに太田主幹が出席をいたしておりますので、ご報告させていただいておきます。 

ただいま議長、糸井満雄議員から、議長の辞職願が提出されました。 

お諮りいたします。 

議長辞職についてを日程に追加し、直ちに議題とすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副 議 長（服部博和） 異議なしと認めます。 

したがって、議長辞職についてを日程に追加し、直ちに議題とすることを決定いたしました。 

日程追加 議長辞職についてを議題といたします。 

地方自治法第１１７条の規定によって、糸井満雄議員の退場を求めます。 

（糸井満雄議員 退場） 

副 議 長（服部博和） 糸井満雄議員から議長辞職願が提出されております。 

職員に辞職願を朗読させます。 

事務局長（奥野 稔） それでは事務局の方から朗読をいたします。 

平成２０年５月７日 与謝野町議会副議長 服部博和様。 

与謝野町議会議長 糸井満雄 

辞職願 

このたび与謝野町議会の申し合わせにより、議長を辞職したいので許可されるよう願い出ます。 

以上でございます。 

副 議 長（服部博和） お諮りします。 

ただいま議題となっております議長辞職については、会議規則第９６条第２項の規定により、

討論を省略の上、直ちに採決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副 議 長（服部博和） ご異議なしと認めます。 

したがって、議長辞職については討論を省略の上、直ちに採決することに決定いたしました。 

これより採決を行います。 

糸井議員の議長辞職を許可することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

副 議 長（服部博和） 起立多数でございます。 

したがって、糸井議員の議長辞職を許可することに決定いたしました。 

糸井議員の入場を許可いたします。 

（糸井満雄議員 入場） 

副 議 長（服部博和） 糸井議員に申し上げます。 

ただいまの議長辞職の申し出については、申し出のとおり辞職を許可することに決定されまし

たから告知いたします。 

ただいま議長が欠けました。 

お諮りいたします。 

この際、議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いますが、ご異議ご
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ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副 議 長（服部博和） 異議なしと認めます。 

したがって、議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行うことに決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

（休憩 午後５時３５分） 

（再開 午後５時３６分） 

副 議 長（服部博和） 再開いたします。 

議長の選挙を行います。 

議場の出入口を閉鎖いたします。 

（議場閉鎖） 

副 議 長（服部博和） ただいまの出席議員は１８名です。 

次に、立会人を指名いたします。 

会議規則第３１条第２項の規定によって、立会人に、５番、小林議員、１２番、多田議員を指

名いたします。 

投票用紙を配ります。 

念のため申し上げておきますが、投票は単記無記名です。 

なお、記名のない投票は無効とみなしますので、よろしくお願いいたします。 

（投票用紙配布） 

副 議 長（服部博和） 投票用紙の配布漏れはございませんか。 

（「なし」の声あり） 

副 議 長（服部博和） 配布漏れなしと認めます。 

投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

副 議 長（服部博和） 異常なしと認めます。 

ただいまから投票を行います。 

１番議員から順次投票をお願いいたします。 

（投  票） 

副 議 長（服部博和） 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

副 議 長（服部博和） 投票漏れなしと認めます。 

投票を終了いたします。 

開票を行います。 

５番、小林議員、１２番、多田議員、開票の立ち会いをお願いいたします。 

（開  票） 

副 議 長（服部博和） それでは選挙の結果を報告いたします。 

投票総数１８票、有効投票１０票、無効投票８票でございます。 

有効投票のうち、森本議員１０票。 
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以上のとおりです。 

本選挙の法定得票数は、有効投票数の４分の１でございます。 

したがいまして、３票が法定得票数となることをご報告させていただきます。 

よって、森本議員が議長に当選されました。 

議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

副 議 長（服部博和） ただいま議長に当選されました森本議員が議場におられます。 

会議規則第３２条第２項の規定によって、当選の告知をいたします。 

ただいまの選挙で新議長が決まりましたので、新議長は議長席にお着き願います。 

したがいまして、私は降壇いたします。どうもご協力ありがとうございました。 

それでは、森本議長のごあいさつをお願いいたします。 

議  長（森本敏軌） 一言ごあいさつ申し上げます。 

先ほどの議長選挙におきまして、不肖、私を議長に選任をいただき大変光栄に存じております。

また、その責任の重大さを今ひしひしと感じております。 

与謝野町も合併をして３年目を向かえ、私たち議員もあと２年の任期となってまいりました。

この間、合併をいたしまして町の歌、また町の木、町の花、そして垣根が取り払われ、諸団体も

合併するなど、１つ１つ一体感の醸成が育まれてきております。 

今後一層この一体感を広め、そして情報化の整備、また公共交通網、そして行政改革大綱の遂

行、そして総合計画の実現、こういった多くの諸課題を抱えております。我々に残されました

２年間、これらの目的達成のために議会の果たす役割は非常に重要であると認識をいたしており

ます。 

議会と行政が両輪のごとく、後戻りすることなく前に向かって進みますように、私、微力では

ありますけれども公正公明な議会運営に努め、一生懸命に努力してまいる決意であります。 

皆さま方の今後の温かいご支援、ご協力を心からお願いを申し上げます。 

後になりましたが、この２年間、この議会運営にご尽力をいただきました糸井議長に敬意と感

謝を申し上げ、改めまして私に対しましても理事者の皆さん、議員の皆さんのご支援、ご協力を

心からお願いを申し上げまして、一言あいさつにかえさせていただきます。どうぞよろしくお願

いします。 

（拍  手） 

議  長（森本敏軌） ただいま副議長、服部博和議員から副議長の辞職願が提出されました。 

お諮りいたします。 

副議長辞職についてを日程に追加し、直ちに議題とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） 異議なしと認めます。 

したがって、副議長辞職についてを日程に追加し、直ちに議題とすることを決定しました。 

暫時休憩いたします。 

（休憩 午後５時４７分） 

（再開 午後５時５４分） 



－43－ 

副 議 長（服部博和） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

日程追加 副議長辞職についてを議題といたします。 

地方自治法第１１７条の規定によって、服部博和議員の退場を求めます。 

（服部博和議員 退場） 

議  長（森本敏軌） 服部博和議員から副議長辞職願が提出されております。 

職員に辞職願を朗読させます。 

事務局長（奥野 稔） それでは事務局の方から朗読をさせていただきます。 

平成２０年５月７日 与謝野町議長 森本敏軌様。 

与謝野町議会副議長 服部博和。 

辞職願 

このたび与謝野町議会の申し合わせにより、副議長を辞職したいので許可されるよう願い出ま

す。 

以上でございます。 

議  長（森本敏軌） お諮りいたします。 

ただいま議題となっております副議長辞職については、会議規則第９６条第２項の規定により、

討論を省略の上、直ちに採決に入りたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） 異議なしと認めます。 

したがって、副議長辞職については討論を省略の上、直ちに採決することに決定いたしました。 

これより採決を行います。 

服部議員の副議長辞職を許可することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

議  長（森本敏軌） 起立全員であります。 

したがって、服部議員の副議長辞職を許可することに決定いたしました。 

服部議員の入場を許可いたします。 

（糸井満雄議員 入場） 

議  長（森本敏軌） 服部議員に申し上げます。 

ただいまの副議長辞職の申し出については、申し出のとおり辞職を許可することに決定されま

したから告知いたします。 

ただいま副議長が欠けました。 

お諮りいたします。 

この際、副議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） 異議なしと認めます。 

したがって、副議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行うことに決定しました。 

暫時休憩いたします。 

（休憩 午後５時５５分） 
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（再開 午後５時５７分） 

議  長（森本敏軌） 再開いたします。 

副議長の選挙を行います。 

選挙は投票で行います。 

議場の出入口を閉鎖いたします。 

（議場閉鎖） 

議  長（森本敏軌） ただいまの出席議員数は１８名であります。 

次に、立会人を指名します。 

会議規則第３１条第２項の規定によって、立会人に、５番、小林議員、１２番、多田議員を指

名いたします。 

投票用紙を配ります。 

念のため申し上げますが、投票は単記無記名です。 

なお、記名のない投票は無効とみなします。 

（投票用紙配布） 

議  長（森本敏軌） 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） 配布漏れなしと認めます。 

投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

議  長（森本敏軌） 異常なしと認めます。 

ただいまから投票を行います。 

１番議員から順次投票願います。 

（投  票） 

議  長（森本敏軌） 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） 投票漏れなしと認めます。 

投票を終了いたします。 

開票を行います。 

５番、小林議員、１２番、多田議員、開票の立ち会いをお願いいたします。 

（開  票） 

議  長（森本敏軌） 選挙の結果を報告します。 

投票総数１８票、有効投票１０票、無効投票８票です。 

有効投票のうち、有吉議員１０票。 

以上のとおりです。 

本選挙の法定得票数は、有効投票数の４分の１でございます。 

したがいまして、３票が法定得票数となります。 

よって、有吉議員が副議長に当選されました。 

議場の閉鎖を解きます。 
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（議場開鎖） 

議  長（森本敏軌） ただいま副議長に当選されました有吉議員が議場におられます。 

会議規則第３２条第２項の規定によって、当選の告知をいたします。 

それでは、有吉議員のあいさつをお願いいたします。 

副 議 長（有吉 正） ただいま副議長に当選させていただきました。まことにありがとうございました。 

私も旧町時代１５年、また、新町になって２年の議員活動をしておるわけですが、副議長は初

めでございますし、過多の責任の重さを感じております。しかし一生懸命、森本議長を支えなが

ら、浅学非才な身でありますけども、理事者の皆さん、また議員の皆さんの叱咤激励、あるいは

ご指導、ご鞭撻をよろしくお願いを申し上げたいと、このように思っております。 

地方も大変な時代に入っておりますが、与謝野町の総合計画を進めるために一生懸命努めさせ

ていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いを申し上げまして、あいさつとさせていただき

ます。 

（拍  手） 

議  長（森本敏軌） 暫時休憩いたします。 

（休憩 午後６時０４分） 

（再開 午後６時１７分） 

議  長（森本敏軌） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

日程追加 正副議長の選挙に伴い、議席の変更が生じました。 

お諮りします。 

この際、議席の変更についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） ご異議なしと認めます。 

したがって、議席の変更についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。 

議席の変更についてを議題といたします。 

今回の正副議長の異動に伴い、会議規則第３条第３項の規定によって、お手元に配布いたしま

したとおり議長の席を１８番に、有吉副議長の席を１７番に、糸井議員の議席を１０番に、谷口

議員の議席を１４番に、赤松議員の議席を１５番に、服部議員の議席を１６番に、それぞれ変更

したいと思います。 

念のため事務局に朗読させます。 

事務局長（奥野 稔） それでは失礼します。 

議席の指定について、１番からご確認をいただきたいと思います。 

１番、野村議員、２番、畠山議員、３番、上山議員、４番、廣野議員、５番、小林議員、６番、

家城議員、７番、伊藤議員、８番、浪江議員、９番、井田議員、１０番、糸井議員、１１番、勢

旗議員、１２番、多田議員、１３番、今田議員、１４番、谷口議員、１５番、赤松議員、１６番、

服部議員、１７番、有吉議員、１８番、森本議員。 

以上でございます。 

議  長（森本敏軌） これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） ご異議なしと認めます。 

したがって、議席変更をすることに決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

理事者の皆さんは退席をお願いいたします。 

（理事者退席） 

（休憩 午後６時２０分） 

（再開 午後６時５０分） 

議  長（森本敏軌） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

追加日程、ただいま町長から議案第６１号、与謝野町監査委員の選任についてが提出されまし

た。 

お諮りいたします。 

議案第６１号は日程に追加し、追加日程として議題とすることにしたいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

議  長（森本敏軌） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第６１号は日程に追加し、追加日程とすることに決定いたしました。 

議案第６１号 与謝野町監査委員の選任についてを議題といたします。 

ここで地方自治法第１１７条の規定により、廣野議員の退場を求めます。 

（４番 廣野安樹議員 退場） 

議  長（森本敏軌） 提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第６１号、与謝野町監査委員の選任について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

本日から欠員となっておりました議会選出の監査委員さんにつきまして、議会より選出してい

ただきました廣野安樹氏を、人格高潔で最適任者として推薦いたしたく、地方自治法の定めによ

りご提案申し上げるものでございます。 

よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（森本敏軌） これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） 討論なしと認めます。 

これにて討論を終結いたします。 

これより議案第６１号を採決します。 

本案について原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） ご異常なしと認めます。 

よって、議案第６１号、与謝野町監査委員の選任については、原案のとおり同意されました。 

糸井議員よりお礼のあいさつの申し出がありますので、許可いたします。 

１ ０ 番（糸井満雄） 私、このたび議長を退任するに当たりまして、一言御礼のごあいさつを申し上げ

たいと思います。 

顧みますと平成１８年５月、合併後の初めての議会におきまして、議員各位のご推挙をいただ

き、名誉ある与謝野町議会の初代議長に就任させていただきまして、以来２年間、皆様のご支援、

ご協力をいただき、ここに大過なくその職責を果たし得ましたことに対し、衷心に厚く御礼を申

し上げます。まことにありがとうございました。 

今、静かに振り返ってみますと、議長に就任したことで肩に力が入り、気負いがあったのでは

ないかと自省しているところでございます。議会の権威を高めたい、議会をより活性化し、議会

としての機能を十分に発揮するようにしたいといった情熱があふれ出ていたことは否めません。

そのために発言を制止をするなど、議員各位の意に沿わぬ議事さばきをしたこともありました。

そうしたことが言論の府の長として、いかがなものであったかと自責念にたえないものでありま

す。それにもかかわらず、この２年もの間、議長として盛り立て、ご支援をいただき、御礼の申

しようもありません。 

また、私を議長としてご推挙してくださったことには、それなりのご期待もありましたでしょ

うに、非才のためにそのご期待に沿い得なかったことに対して、深くおわびを申し上げるもので

ございます。 

議長を退任いたしましても町政の発展と住民福祉の向上を願う心は皆様と同じでございますの

で、変わらぬご指導、ご鞭撻をお願いを申し上げます。 

今日までに私に寄せられました議員各位、並びに理事者、執行機関の皆様の温かいご支援、ご

協力に対し重ねて御礼を申し上げ、議長退任のごあいさつといたします。大変ありがとうござい

ました。 

（拍  手） 

議  長（森本敏軌） ありがとうございました。 

理事者の皆さんにおかれましては、ここで退席されます。 

暫時休憩いたします。 

（理事者退席） 

（休憩 午後６時５２分） 

（再開 午後７時４４分） 

議  長（森本敏軌） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

日程第９ 与謝野町議会常任委員の選任についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

与謝野町議会常任委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により、議長が会議

に諮って指名することとなっております。 

お手元に配布しました名簿のとおり指名したいと思います。 
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念のため事務局に朗読させます。 

事務局長（奥野 稔） それでは、事務局から朗読をいたします。 

与謝野町議会常任委員の選任について。 

与謝野町議会常任委員を次のとおり選任するものとする。 

総務常任委員６人、赤松議員、有吉議員、糸井議員、今田議員、小林議員、畠山議員。 

文教厚生常任委員６人、家城議員、井田議員、上山議員、谷口議員、浪江議員、野村議員。 

産業建設常任委員６人、伊藤議員、勢旗議員、多田議員、森本議員、服部議員、廣野議員。 

平成２０年５月７日 与謝野町議会議長 森本敏軌。 

以上でございます。 

議  長（森本敏軌） これにご異議ありませんか。 

議  長（森本敏軌） 上山議員。 

３  番（上山光正） 確認をしておきたいと思うんですが、従来から委員会構成が決まったら、投票に

よって決しとったわけですが、今回はどういうことで代表者会議でこう決まったんですか。 

暫時休憩いたします。 

（休憩 午後７時４３分） 

（再開 午後７時４４分） 

議  長（森本敏軌） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

与謝野町議会常任委員の選任についてご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） したがって、与謝野町議会常任委員は、お手元に配布の名簿のとおり選任するこ

とに決定しました。 

この際、委員会条例第８条第２項によって、直ちに各常任委員会において正副委員長の互選を

行っていただき、その結果を議長まで報告願います。 

暫時休憩いたします。 

（休憩 午後７時４５分） 

（再開 午後８時４２分） 

議  長（森本敏軌） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

委員会条例第８条第２項による各常任委員会の正副委員長の互選結果を報告します。 

総務常任委員長 赤松議員、総務常任委員副委員長 小林議員。 

文教厚生常任委員長 野村議員、文教厚生常任副委員長 浪江議員。 

産業建設常任委員長 勢旗議員、産業建設常任副委員長 伊藤議員。 

以上のとおりであります。 

それぞれの正副委員長さんはご苦労さんですが、よろしくお願いを申し上げます。 

日程第１０ 与謝野町議会運営委員の選任についてを議題といたします。 

お諮りします。 

与謝野町議会運営委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定によって議長が会議

に諮って指名することとなっております。 

お手元に配布しました名簿のとおり指名したいと思います。 
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念のため事務局長に朗読させます。 

事務局長（奥野 稔） それでは、事務局から朗読をさせていただきます。 

与謝野町議会運営委員の選任について。 

与謝野町議会運営委員を次のとおり選任するものとする。 

有吉議員、伊藤議員、井田議員、今田議員、多田議員、廣野議員。 

平成２０年５月７日 与謝野町議会議長 森本敏軌。 

以上でございます。 

議  長（森本敏軌） これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） 異議なしと認めます。 

したがって、与謝野町議会運営委員は、お手元に配布の名簿のとおり選任することに決定しま

した。 

日程第１１ 与謝野町議会広報特別委員の選任についてを議題といたします。 

お諮りします。 

与謝野町議会広報特別委員の選任については、与謝野町議会広報特別委員会規定第４条の規定

により、議長が会議に諮って指名することとなっています。 

お手元に配布しました名簿のとおり指名したいと思います。 

念のため事務局長に朗読させます。 

事務局長（奥野 稔） それでは、事務局から朗読をさせていただきます。 

与謝野町議会広報特別委員の選任について。 

与謝野町議会広報特別委員を次のとおり選任するものとする。 

糸井議員、今田議員、井田議員、野村議員、勢旗議員、多田議員、有吉議員。 

平成２０年５月７日 与謝野町議会議長 森本敏軌。 

以上でございます。 

議  長（森本敏軌） これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） 異議なしと認めます。 

したがって、与謝野町議会広報特別委員は、お手元に配布の名簿のとおり選任することに決定

しました。 

議会運営委員の方は、直ちに委員会室におきまして委員会条例第８条第２項の規定によって正

副委員長の互選を行っていただき、また、広報特別委員の方は、広報特別委員会規定第５条第

２項の規定によって、正副委員長の互選をそれぞれ行っていただき、その結果を議長まで報告願

います。委員会室、１、２でよろしくお願いいたします。 

暫時休憩します。 

（休憩 午後８時４５分） 

（再開 午後９時２０分） 

議  長（森本敏軌） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

委員会条例第８条第２項による議会運営委員会、並びに広報特別委員会規定第５条第２項によ



－50－ 

る広報特別委員会の正副委員長の互選結果を報告します。 

議会運営委員長 井田議員、議会運営副委員長 多田議員。 

広報特別委員長 今田議員、広報特別副委員長 有吉議員。 

以上のとおりであります。 

それぞれの正副委員長さんは、ご苦労さんですがよろしくお願いをいたします。 

お諮りいたします。 

２名の方の与謝野町宮津市中学校組合議会議員の辞職願が組合議会議長より許可されており、

欠員が生じました。 

この際、与謝野町宮津市中学校組合議会議員の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行

いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） ご異議なしと認めます。 

したがって、与謝野町宮津市中学校組合議会議員の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙

を行うことに決定いたしました。 

与謝野町宮津市中学校組合議会議員の選挙についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって指名推選にしたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） 異議なしと認めます。 

したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

お諮りします。 

指名推選の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） 異議なしと認めます。 

したがって、議長が指名することに決定しました。 

与謝野町宮津市中学校組合議会議員に、有吉議員、野村議員を指名いたします。 

お諮りします。 

ただいま議長が指名しました有吉議員、野村議員を、与謝野町宮津市中学校組合議会議員の当

選人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名しました有吉議員、野村議員が、与謝野町宮津市中学校組合議会議

員に当選されました。 

ただいま与謝野町宮津市中学校組合議会議員に当選されました有吉議員、野村議員が議場にお

られます。会議規則第３２条第２項の規定によって当選の告知をします。 

お諮りいたします。 
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２名の方の宮津与謝消防組合議会議員の辞職願が組合議会議長より許可されており、欠員が生

じました。 

この際、宮津与謝消防組合議会議員の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと

思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） ご異議なしと認めます。 

したがって、宮津与謝消防組合議会議員の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行うこ

とに決定いたしました。 

宮津与謝消防組合議会議員の選挙についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって指名推選にしたいと思い

ます。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） 異議なしと認めます。 

したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

お諮りします。 

指名推選の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） 異議なしと認めます。 

したがって、議長が指名することに決定しました。 

宮津与謝消防組合議会議員に、井田議員、谷口議員を指名いたします。 

お諮りします。 

ただいま議長が指名しました井田議員、谷口議員を、宮津与謝消防組合議会議員の当選人と定

めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名しました井田議員、谷口議員が、宮津与謝消防組合議会議員に当選

されました。 

ただいま宮津与謝消防組合議会議員に当選されました井田議員、谷口議員が議場におられます。

会議規則第３２条第２項の規定によって当選の告知をいたします。 

お諮りいたします。 

１名の方の丹後地区広域市町村圏事務組合議会議員の辞職願が、組合議会議長より許可されて

おり、欠員が生じました。 

この際、丹後地区広域市町村圏事務組合議会議員の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙

を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



－52－ 

議  長（森本敏軌） ご異議なしと認めます。 

したがって、丹後地区広域市町村圏事務組合議会議員の選挙についてを日程に追加し、直ちに

選挙を行うことに決定いたしました。 

丹後地区広域市町村圏事務組合議会議員の選挙についてを議題といたします。 

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって指名推選にしたいと思い

ます。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） 異議なしと認めます。 

したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

お諮りします。 

指名推選の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） 異議なしと認めます。 

したがって、議長が指名することに決定しました。 

丹後地区広域市町村圏事務組合議会議員に、森本議員を指名します。 

お諮りします。 

ただいま議長が指名しました森本議員を、丹後地区広域市町村圏事務組合議会議員の当選人と

定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名しました森本議員が、丹後地区広域市町村圏事務組合議会議員に当

選されました。 

ただいま丹後地区広域市町村圏事務議会議員に当選されました森本議員が議場におられます。

会議規則第３２条第２項の規定によって当選の告知をいたします。 

お諮りいたします。 

ただいま議会運営委員長並びに議会広報特別委員長から、閉会中の継続審査（調査）申出書が

提出されました。 

この際、これを日程に追加し、議会といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） 異議なしと認めます。 

したがって、この際、閉会中の継続審査（調査）申出書を日程に追加し、議題とすることに決

定しました。 

閉会中の継続審査（調査）申出書についてを議題といたします。 

議会運営委員長並びに議会広報特別委員長から会議規則第７３条の規定により、お手元に配布
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しました申出書のとおり、閉会中の継続審査（調査）申出書があります。 

お諮りします。 

委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することについてご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（森本敏軌） ご異議なしと認めます。 

したがって、委員長から申し出のとおり継続審査及び調査に付することに決定いたしました。 

以上で、本臨時会の日程は全部終了しました。 

これで第１６回平成２０年５月臨時会を閉会します。 

大変ご苦労さんでした。 

（閉会 午後 ９時３０分） 
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 この会議録の内容が正確であることを証するため、地方自治法第１２３条第項の規定 

により署名する。 
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